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は
じ
め
に

　

第
二
次
安
倍
政
権
成
立
以
来
、
春
闘
を
前

に
し
て
政
府
が
経
済
団
体
に
賃
上
げ
要
請
を

行
う
の
が
恒
例
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

政
府
の
民
間
部
門
へ
の
働
き
か
け
は
大
き
く

分
け
て
二
通
り
に
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
一

つ
は
日
本
銀
行
が
イ
ン
フ
レ
実
現
を
目
指
し

て
金
融
緩
和
政
策
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
イ

ン
フ
レ
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
名
目
的
な
賃
上

げ
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
よ
り
構
造
的
か
つ
実
質
的
な
介
入
を
求

め
る
も
の
で
、
利
潤
を
内
部
留
保
の
形
で
た

め
込
む
こ
と
や
雇
用
を
非
正
規
化
さ
せ
る
こ

と
を
通
じ
て
実
質
的
な
労
働
分
配
率
が
下
が

っ
て
い
る
の
で
、
労
働
分
配
率
の
向
上
を
求

め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仮
に
二
％
の
イ

ン
フ
レ
が
実
現
し
た
時
に
、
前
者
の
立
場
は

二
％
の
賃
上
げ
を
求
め
る
一
方
で
、
後
者
の

立
場
は
二
％
以
上
の
賃
上
げ
を
求
め
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
政
府
の
賃
金
決
定
へ
の
介

入
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
ど
ち
ら
の
立
場

に
基
づ
く
も
の
か
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
整
理
を
踏
ま
え
て
本
稿
で

は
い
わ
ゆ
る
賃
金
デ
フ
レ
の
始
ま
っ
た
年
で

あ
る
一
九
九
七
年
以
降
の
デ
ー
タ
を
用
い
て

労
働
生
産
性
と
賃
金
の
関
係
を
振
り
返
り
、

賃
金
決
定
の
あ
り
方
に
実
質
的
な
変
化
が
起

こ
っ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
。
仮
に
こ
の

期
間
の
労
働
生
産
性
と
賃
金
の
関
係
が
お
お

よ
そ
安
定
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
質

的
な
労
働
分
配
率
の
向
上
を
目
指
す
後
者
の

立
場
は
足
元
が
危
う
い
。
ま
た
、
イ
ン
フ
レ

に
見
合
っ
た
賃
上
げ
を
と
い
う
前
者
の
立
場

に
し
て
も
、
イ
ン
フ
レ
が
賃
上
げ
を
も
た
ら

す
の
か
、
賃
上
げ
が
イ
ン
フ
レ
を
も
た
ら
す

の
か
因
果
関
係
の
同
定
が
政
策
論
議
に
は
必

要
不
可
欠
で
あ
り
、
賃
上
げ
が
イ
ン
フ
レ
を

も
た
ら
す
と
い
う
因
果
関
係
が
明
確
に
な
ら

な
け
れ
ば
、
政
府
が
音
頭
を
と
る
賃
上
げ
運

動
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
一
三
年
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ

統
計
と
賃
金
統
計
を
用
い
た
分
析
の
結
果
を

先
取
り
し
て
紹
介
し
よ
う
。
賃
金
を
実
質
化

す
る
際
に
用
い
る
物
価
指
数
を
労
働
生
産
性

を
実
質
化
す
る
際
に
用
い
て
い
る
物
価
指
数

と
そ
ろ
え
て
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
を
用
い
る

と
、
期
間
中
に
実
質
労
働
生
産
性
と
実
質
賃

金
の
関
係
は
安
定
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

賃
金
を
実
質
化
す
る
際
に
多
く
の
論
者
が
行

う
よ
う
に
消
費
者
物
価
指
数
を
用
い
て
実
質

化
す
る
と
実
質
労
働
生
産
性
が
伸
び
て
い
る

中
で
実
質
賃
金
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
よ
う
に

み
え
て
し
ま
う
。
用
い
る
物
価
指
数
に
よ
っ

て
結
果
が
異
な
る
の
は
、
消
費
者
物
価
指
数

で
み
る
と
物
価
下
落
は
ほ
ぼ
観
察
さ
れ
な
い

の
に
対
し
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
で
見
る

と
大
幅
な
物
価
下
落
が
観
察
さ
れ
る
た
め
で
、

消
費
者
物
価
指
数
で
実
質
化
し
た
実
質
賃
金

が
伸
び
悩
む
一
方
で
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ

で
実
質
化
し
た
実
質
賃
金
は
伸
び
て
い
る
こ

と
が
観
察
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

消
費
者
物
価
指
数
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ

の
動
き
方
が
大
幅
に
乖
離
す
る
理
由
は
、
多

く
の
マ
ク
ロ
経
済
学
者
や
民
間
エ
コ
ノ
ミ
ス

ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
輸
入
物
価
指
数

が
上
が
り
、
輸
出
物
価
指
数
が
下
が
る
交
易

条
件
の
悪
化
が
起
こ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
要

す
る
に
一
九
九
七
年
以
降
の
デ
フ
レ
期
に
消

費
者
物
価
指
数
よ
り
も
大
き
く
名
目
賃
金
が

下
が
っ
た
の
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
な
ど

の
輸
入
品
の
価
格
が
上
昇
し
た
の
に
、
製
造

業
産
品
な
ど
輸
出
品
の
価
格
が
下
落
し
て
し

ま
い
、
私
た
ち
の
生
産
し
た
富
が
海
外
に
流

出
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
議
論
は
筆
者
が
す
で
に
日

経
ビ
ジ
ネ
ス
オ
ン
ラ
イ
ン
、
日
経
研
月
報
な

ど
ほ
か
の
メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
暮
れ
に
発

表
さ
れ
た
二
〇
一
三
年
Ｇ
Ｄ
Ｐ
確
報
を
も
と

に
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
開
始
後
の
デ
ー
タ
を
追
加

し
た
と
い
う
こ
と
を
持
っ
て
重
複
を
ご
容
赦

願
い
た
い
。

物
価
と
賃
金
の
関
係

　

初
歩
的
な
経
済
学
で
賃
金
が
ど
の
よ
う
に

決
定
さ
れ
る
か
を
復
習
し
よ
う
。
規
模
に
関

し
て
収
穫
一
定
の
コ
ブ
・
ダ
グ
ラ
ス
型
マ
ク

ロ
生
産
関
数
を

と
仮
定
し

よ
う
。
こ
こ
で
Ｙ
は
生
産
物
、
Ａ
は
技
術
水

準
、
Ｌ
は
労
働
投
入
、
Ｋ
は
資
本
投
入
で
あ

る
。
労
働
市
場
に
企
業
と
労
働
者
が
多
数
存

在
し
て
特
定
の
企
業
や
労
働
者
に
賃
金
決
定

の
市
場
支
配
力
が
な
い
状
況
で
は
、
各
企
業

は
労
働
の
限
界
生
産
物
が
実
質
賃
金
に
等
し

く
な
る
ま
で
労
働
投
入
を
増
や
そ
う
と
す
る
。

そ
の
た
め
、
名
目
賃
金
を
Ｗ
、
生
産
物
価
格

を
Ｐ
で
表
す
と
す
る
と
、
均
衡
に
お
い
て

が
成
立
す
る
。

労
働
市
場
に
お
け
る
賃
金
決
定

　
　

―
―
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
一
三
年
を
振
り
返
る

一
橋
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授　

川
口
　
大
司

賃
金
体
系
・
制
度
・
評
価
の
運
用
と
課
題

〈
有
識
者
ア
ン
ケ
ー
ト
〉
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す
な
わ
ち
、
実
質
賃
金
は
労
働
の
平
均
生
産

物
価
値
に
比
例
す
る
。
労
働
の
平
均
生
産
物

価
値
と
は
付
加
価
値
を
労
働
投
入
で
割
っ
た

も
の
で
、
労
働
生
産
性
と
も
よ
ば
れ
る
。
国

内
で
生
み
出
さ
れ
た
付
加
価
値
の
合
計
額
で

あ
る
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
が
Ｙ
に
対
応

し
、
労
働
投
入
で
あ
る
す
べ
て
の
労
働
者
の

労
働
時
間
を
合
計
し
た
総
労
働
時
間
が
Ｌ
に

対
応
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
統
計
と
労

働
統
計
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮

に
こ
の
基
礎
的
な
理
論
が
正
し
い
と
す
る
な

ら
ば
、
賃
金
は
労
働
生
産
性
に
比
例
す
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
賃
金
を
上
げ
る
た
め
に
は
、

労
働
生
産
性
を
上
げ
る
よ
う
な
努
力
が
必
要

だ
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。

　

こ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
経
済
理
論
が
正
し

い
か
を
労
働
生
産
性
と
賃
金
の
デ
ー
タ
を
用

い
て
検
証
し
て
み
よ
う
。
国
民
経
済
計
算
の

確
報
が
二
〇
一
三
年
の
も
の
ま
で
し
か
入
手

で
き
な
い
た
め
、
二
〇
一
四
年
を
含
む
直
近

の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
安

倍
政
権
成
立
以
前
に
安
定
的
な
賃
金
決
定
の

仕
組
み
が
観
察
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
安
倍
政
権
成
立
以
降
の
一

年
間
の
姿
を
描
く
こ
と
も
で
き
る
。

　

労
働
生
産
性
と
は
労
働
者
が
一
時
間
あ
た

り
に
生
み
出
す
価
値
の
こ
と
で
、
時
間
当
た

り
賃
金
は
労
働
者
が
一
時
間
あ
た
り
に
受
け

取
る
給
与
で
あ
る
。
時
系
列
デ
ー
タ
を
分
析

す
る
に
あ
た
っ
て
は
貨
幣
価
値
が
時
間
と
と

も
に
変
わ
る
た
め
、
労
働
生
産
性
も
賃
金
も

同
じ
価
格
指
数
を
使
っ
て
実
質
化
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
国
内
総
生
産
を
実
質
化

す
る
際
に
用
い
る
指
標
で
あ
る
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ

レ
ー
タ（
連
鎖
方
式
二
〇
〇
五
年
基
準
価
格
）

を
用
い
る
。
賃
金
を
消
費
者
物
価
指
数
（
Ｃ

Ｐ
Ｉ
）
を
使
っ
て
実
質
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
れ
は
労
働
者
の
生
活
水
準
を
測
定
す
る
た

め
に
は
正
し
い
が
、
賃
金
決
定
の
あ
り
方
を

検
証
す
る
方
法
と
し
て
は
、
労
働
生
産
性
の

実
質
化
も
賃
金
の
実
質
化
も
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ

ー
タ
で
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
と
Ｃ
Ｐ
Ｉ
は
と
も
に

価
格
指
数
で
あ
る
が
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ス
ケ
ッ

ト
に
入
れ
る
も
の
が
異
な
っ
て
い
る
。
Ｇ
Ｄ

Ｐ
に
は
消
費
の
ほ
か
、
投
資
、
政
府
消
費
、

純
輸
出
（
輸
出

－

輸
入
）
が
入
る
の
で
Ｇ
Ｄ

Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
と
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
に

は
ズ
レ
が
あ
る
。
こ
の
ズ
レ
の
う
ち
輸
出

－

輸
入
の
価
格
指
数
の
動
き
方
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ

レ
ー
タ
と
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
動
き
方
の
ズ
レ
を
説
明

す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
図
１
に
掲
出

し
た
日
本
銀
行
『
企
業
物
価
指
数
』
に
よ
る

と
二
〇
一
〇
年
を
一
〇
〇
と
す
る
輸
出
物
価

指
数
は
一
九
九
四
年
一
月
に
一
三
六
・
二
で

あ
っ
た
も
の
の
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
は
一

一
六
・
〇
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
の
輸
入
物

価
指
数
は
一
九
九
四
年
一
月
に
七
六
・
〇
で

あ
っ
た
も
の
の
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
は
一

三
一
・
三
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
の

金
融
危
機
後
の
急
激
な
円
高
に
よ
っ
て
円
ベ

ー
ス
の
輸
入
価
格
が
急
減
し
た
こ
と
を
除
い

て
、
こ
の
二
〇
年
ほ
ど
で
日
本
の
輸
出
価
格

は
下
が
り
輸
入
価
格
が
上
が
る
と
い
う
交
易

条
件
の
悪
化
が
起
こ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
図
２
に
示
す
よ
う
に
二
〇
〇
〇

年
代
の
日
本
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
で
見
る

と
大
幅
な
デ
フ
レ
、
Ｃ
Ｐ
Ｉ
で
見
る
と
小
幅

図 1　輸出入物価指数　（2010 ＝ 100）

図 2　GDP デフレータと消費者物価指数

出典：日本銀行「企業物価指数」

出典：内閣府「国民経済計算」、総務省「消費者物価指数」
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な
デ
フ
レ
で
あ
っ
た
。
輸
出
品
価
格
下
落
に

よ
っ
て
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
に
は
下
降
圧
力

が
か
か
り
、
輸
入
品
価
格
上
昇
に
よ
っ
て
Ｃ

Ｐ
Ｉ
に
は
上
昇
圧
力
が
か
か
る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ

フ
レ
ー
タ
で
カ
バ
ー
さ
れ
Ｃ
Ｐ
Ｉ
で
カ
バ
ー

さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
投
資
財
価
格
、
政
府

消
費
財
価
格
も
あ
る
が
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー

タ
と
Ｃ
Ｐ
Ｉ
の
ズ
レ
は
ほ
ぼ
す
べ
て
交
易
条

件
の
悪
化
で
説
明
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

（
愛
宕
（
二
〇
一
三
））。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

Ｃ
Ｐ
Ｉ
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
の
動
き
方
が

大
幅
に
違
う
た
め
、
賃
金
の
実
質
化
を
行
う

に
あ
た
っ
て
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
実
質
化
す
る
際

に
使
う
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
を
使
っ
て
実
質

化
を
し
な
い
と
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
ろ
う
。
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
総
労
働
投
入
時

間
で
除
し
た
時
間
当
た
り
労
働
生
産
性
と
Ｇ

Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
で
実
質
化
し
た
賃
金
、
あ

る
い
は
消
費
者
物
価
指
数
で
実
質
化
し
た
賃

金
の
関
係
を
描
い
た
も
の
が
図
３
に
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
を
み
て
み
る
と
労
働
生
産
性

と
賃
金
の
関
係
は
、
賃
金
を
ど
ち
ら
の
価
格

指
数
で
実
質
化
す
る
か
に
大
き
く
依
存
し
て

い
る
。
賃
金
を
Ｃ
Ｐ
Ｉ
で
実
質
化
す
る
と
労

働
生
産
性
が
上
が
っ
て
も
実
質
賃
金
は
ほ
と

ん
ど
上
が
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し

か
し
賃
金
を
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
で
実
質
化

す
る
と
労
働
生
産
性
の
上
昇
と
実
質
賃
金
の

上
昇
は
ほ
ぼ
一
対
一
で
対
応
し
て
い
る
。
コ

ブ
・
ダ
グ
ラ
ス
型
生
産
関
数
と
完
全
競
争
市

場
の
組
み
合
わ
せ
が
予
測
す
る
通
り
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
見
る
た
め
に
、
時

間
当
た
り
実
質
賃
金
を
時
間
当
た

り
実
質
労
働
生
産
性
で
割
っ
た
も

の
が
図
４
に
描
か
れ
て
い
る
。
時

間
当
た
り
賃
金
を
Ｃ
Ｐ
Ｉ
で
実
質

化
し
た
時
に
は
賃
金
／
生
産
性
比

率
は
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
一
三

年
に
か
け
て
六
九
％
か
ら
五
七
％

ま
で
大
幅
に
下
落
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
時
間
当
た
り
賃
金

を
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
で
実
質
化

し
た
時
に
は
、
賃
金
／
生
産
性
比

率
は
六
一
％
か
ら
六
三
％
の
間
を

上
下
動
し
て
い
て
ほ
ぼ
安
定
し
て

い
る
。
労
働
生
産
性
が
上
が
っ
た

時
に
賃
金
が
上
が
る
と
い
う
関
係

が
日
本
経
済
全
体
で
観
察
さ
れ
る

の
は
、
生
産
性
が
上
が
る
と
企
業

は
生
産
量
を
増
や
そ
う
と
す
る
が
、

同
時
に
労
働
投
入
も
増
や
す
た
め

人
手
が
足
り
な
く
な
り
賃
金
が
上

が
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く

た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
生
産

性
向
上
と
賃
金
上
昇
の
間
に
一
定

の
比
例
的
関
係
が
生
ま
れ
る
の
は
、

労
働
投
入
の
生
産
へ
の
貢
献
が
一

定
の
値
で
あ
る
と
い
う
コ
ブ
・
ダ

グ
ラ
ス
型
生
産
関
数
が
想
定
す
る

技
術
的
関
係
が
日
本
経
済
全
体
で

は
大
ま
か
に
成
立
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
完
全
競
争
の

図 3　時間当たり労働生産性と賃金（2005 年価格）

図 4　実質賃金が労働生産性に占める割合

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、内閣府「国民経済計算」、総務省「消費者物価指数」、総務省「労働力調査」
注：時間当たり労働生産性は内閣府「国民経済計算」の国内総生産（2005 年基準　93SNA 連鎖指数で実質化　暦年）を

総労働投入時間で除すことで求めた。総労働投入時間は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（所定内労働時間＋所定
外労働時間）に 12 をかけ、さらに総務省「労働力調査」の就業者数、年平均をかけることで求めた。時間当たり実質
賃金は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より（決まって支給する現金給与総額 *12 ＋年間賞与その他特別給与額）
/（（所定内労働時間＋所定外労働時間）*12）という計算式で時間当たり名目賃金を求め、ＧＤＰデフレータあるいは
ＣＰＩで除すことで求めた。

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、内閣府「国民経済計算」、総務省「消費者物価指数」
注：図 3 の注を参照のこと。
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労
働
市
場
と
コ
ブ
・
ダ
グ
ラ
ス
型
生
産
関
数

が
日
本
経
済
全
体
で
み
る
と
大
ま
か
に
成
立

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

労
働
生
産
性
と
賃
金
の
関
係
を
論
ず
る
と

き
に
、
賃
金
を
実
質
化
す
る
の
に
Ｃ
Ｐ
Ｉ
で

は
な
く
て
労
働
生
産
性
を
実
質
化
す
る
の
に

用
い
た
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
を
用
い
る
の
が

適
切
な
の
は
、
食
料
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の

輸
入
品
の
価
格
が
上
が
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

国
内
企
業
の
賃
金
支
払
い
能
力
が
上
が
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

も
っ
と
も
労
働
者
の
購
買
力
を
測
る
の
は
Ｃ

Ｐ
Ｉ
で
あ
る
た
め
、
名
目
賃
金
が
Ｃ
Ｐ
Ｉ
以

上
に
下
が
っ
て
、
労
働
者
の
生
活
水
準
が
下

が
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
だ
日
本

の
労
働
者
の
購
買
力
低
下
は
交
易
条
件
が
悪

化
し
て
日
本
人
の
購
買
力
が
下
が
っ
た
こ
と

を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が

あ
る
。
国
内
労
働
者
の
購
買
力
低
下
す
な
わ

ち
生
活
水
準
低
下
は
問
題
だ
が
、
国
内
労
働

者
の
生
活
水
準
向
上
の
た
め
に
大
切
な
の
は
、

交
易
条
件
を
改
善
す
る
こ
と
で
あ
る
。
交
易

条
件
の
改
善
の
た
め
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
、

製
造
業
の
立
地
政
策
、
通
商
政
策
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
政
策
的
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
が
、
問
題
の
所
在
を
取
り
違
え
て

労
働
市
場
に
む
や
み
に
介
入
し
よ
う
と
す
る

こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
と
め

　

私
の
こ
こ
で
の
主
張
は
新
し
い
発
見
で
は

な
い
。
齋
藤
誠
氏
は
交
易
条
件
の
悪
化
に
よ

る
富
の
国
外
流
出
を
ず
い
ぶ
ん
昔
か
ら
指
摘

し
て
お
り
、
深
尾
京
司
氏
は
交
易
条
件
の
悪

化
が
賃
金
に
与
え
る
影
響
を
数
量
的
に
分
析

し
て
い
る
（
齋
藤 

（
二
〇
一
四
）、
深
尾 

（
二

〇
一
三
））。

　

労
働
生
産
性
が
上
が
っ
て
も
賃
金
が
上
が

ら
な
い
と
い
う
指
摘
は
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ

ス
で
も
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
批

判
を
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
フ
ェ
ル
ド
ス
タ
イ

ン
教
授
や
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
フ
ァ
ン
リ
ー
ネ

ン
教
授
ら
が
行
っ
て
い
る(F

eldstein, 
2008; P

essoa and V
an R

eenen, 2013)

。

フ
ァ
ン
リ
ー
ネ
ン
教
授
ら
は
労
働
生
産
性
と

賃
金
の
乖
離
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
①

賃
金
の
平
均
値
と
中
央
値
の
差
、
②
税
や
社

会
保
険
支
払
い
を
も
含
め
た
企
業
の
労
働
コ

ス
ト
と
労
働
者
の
手
取
り
賃
金
の
差
、
③
Ｃ

Ｐ
Ｉ
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
の
差
―
―
の
三

点
に
注
意
を
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
フ
ェ
ル
ド
ス
タ
イ
ン
教
授
は
②
と

③
の
点
に
注
意
を
払
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
労
働

生
産
性
と
賃
金
の
乖
離
は
起
こ
っ
て
い
な
い

と
し
て
い
る
し
、
フ
ァ
ン
リ
ー
ネ
ン
教
授
ら

も
①
、
②
、
③
の
す
べ
て
の
点
に
注
意
を
払

え
ば
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
両
国
で
労
働

生
産
性
と
賃
金
の
乖
離
は
起
こ
っ
て
い
な
い

と
し
て
お
り
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
で
は
Ｃ
Ｐ

Ｉ
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
の
乖
離
に
注
意
を

払
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
上

記
の
私
の
分
析
は
③
の
点
に
だ
け
着
目
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
日
本
で
も
労

働
生
産
性
と
賃
金
の
乖
離
は
起
こ
っ
て
い
な

い
こ
と
を
お
お
よ
そ
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

労
働
生
産
性
と
賃
金
の
間
に
は
こ
の
二
〇

年
ほ
ど
で
み
て
み
る
と
安
定
的
な
関
係
が
あ

り
、
労
働
生
産
性
が
あ
が
れ
ば
賃
金
が
上
が

る
と
い
う
安
定
的
な
関
係
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
事
実
を
前

提
に
す
れ
ば
、
政
府
の
賃
金
決
定
へ
の
積
極

的
介
入
が
支
持
さ
れ
う
る
の
は
、
実
質
賃
金

W
/P

を
変
え
な
い
範
囲
で
物
価
水
準
の
上

昇
に
見
合
っ
た
名
目
賃
金
上
昇
に
対
し
て
働

き
掛
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と

も
こ
の
際
に
用
い
る
物
価
水
準
と
は
消
費
者

物
価
指
数
で
は
な
く
て
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ

で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ

に
着
目
す
る
と
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
開
始
後
の
二

〇
一
三
年
に
お
い
て
も
〇
・
五
％
ポ
イ
ン
ト

の
デ
フ
レ
に
な
っ
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

　

物
価
水
準
を
上
昇
さ
せ
デ
フ
レ
脱
却
を
果

た
す
た
め
に
は
、
名
目
賃
金
を
上
昇
さ
せ
て

コ
ス
ト
プ
ッ
シ
ュ
型
の
イ
ン
フ
レ
を
起
こ
せ

ば
い
い
と
い
う
逆
転
の
発
想
も
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
名
目
賃
金
の
下
落
こ
そ
が
デ
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
で
あ
る
と
の
認
識
も
あ

り
（
吉
川
（
二
〇
一
三
））、
そ
の
逆
の
考
え

方
も
政
策
論
と
し
て
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
。

た
だ
こ
の
議
論
を
展
開
す
る
際
に
、
一
部
に

み
ら
れ
る
よ
う
な
内
部
留
保
の
変
化
や
雇
用

慣
行
の
変
化
と
い
っ
た
実
質
面
の
話
を
す
る

の
は
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

非
マ
ク
ロ
経
済
学
者
の
私
の
手
に
は
お
え

な
い
が
、
ニ
ュ
ー
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
型
の
動
学

的
一
般
均
衡
理
論
モ
デ
ル
な
ど
、
内
的
整
合

性
が
保
た
れ
て
い
る
経
済
モ
デ
ル
の
中
で
、

名
目
賃
金
へ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
物
価
水
準
に
波

及
し
て
い
く
因
果
関
係
を
明
確
に
論
じ
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
モ
デ
ル
の
予
測
が
日
本
経

済
の
現
実
と
整
合
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
（
ニ
ュ

ー
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
カ
ー

ブ
の
精
確
な
推
定
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な

い
）。
こ
の
よ
う
な
専
門
的
知
識
に
基
づ
い

た
政
策
提
言
で
な
け
れ
ば
、
専
門
家
に
よ
る

政
策
提
言
と
し
て
は
受
け
取
れ
な
い
か
ら
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
民
間
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
、
そ

の
他
の
あ
ま
た
の
有
識
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
政
策
提
言
と
同
列
の
重
み
し
か
持
た

ず
、
そ
の
種
の
政
策
提
言
は
す
で
に
供
給
過

剰
で
あ
ろ
う
。
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愛
宕
伸
康
「『
物
価
安
定
の
目
標
』
は
Ｃ
Ｐ
Ｉ
で
二
％
、『
日

本
再
興
戦
略
』
の
目
標
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
デ
フ
レ
ー
タ
ー
で
一

％
。
こ
の
差
っ
て
何
？
」
二
〇
一
三
年
七
月
八
日

 
http://w

w
w

.jcer.or.jp/angle/print4613.htm
l

（
二

〇
一
四
年
三
月
二
七
日
閲
覧
）

齋
藤
誠　
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
二
年
（
上
）」 

日
本
経
済
新
聞

「
経
済
教
室
」、
二
〇
一
四
年
一
二
月
九
日

深
尾
京
司　
「
賃
金
上
昇
の
条
件
―
―
生
産
性
向
上
の
み

で
は
困
難
」
日
本
経
済
新
聞
「
経
済
教
室
」、
二
〇
一

三
年
一
一
月
一
日　

吉
川
洋　
『
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
』、
日
本
経
済
新
聞
社
、
二

〇
一
三
年

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

川
口
大
司
（
か
わ
ぐ
ち
・
だ
い
じ
）

一
橋
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授

一
九
七
一
年
東
京
都
生
ま
れ
。
一
九
九
四

年
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
経
済
学
科

卒
業
、
二
〇
〇
二
年
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学

大
学
院
博
士
課
程
修
了 P

h.D
. 

(Econom
ics)

。
大
阪
大
学
講
師
、
筑

波
大
学
講
師
、
一
橋
大
学
准
教
授
を
へ
て
、

二
〇
一
三
年
よ
り
現
職
。
労
働
経
済
学
専

攻
。
主
要
な
著
書
に
『
法
と
経
済
で
読
み

と
く　

雇
用
の
世
界
―
こ
れ
か
ら
の
雇
用

政
策
を
考
え
る
―
』（
大
内
伸
哉
と
の
共

著
）
が
あ
る
。
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今
日
の
賃
金
制
度
を
み
る
と
企
業
に
よ
っ

て
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
過
去
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
賃
金
制
度
の
変

化
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
賃
金
制

度
の
大
き
な
動
き
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、

わ
が
国
の
賃
金
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、

今
後
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
う
か
を
示

す
に
は
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
の

分
析
の
対
象
は
正
規
従
業
員
の
賃
金
制
度
の

う
ち
の
定
例
給
与
部
分
で
あ
り
、
賞
与
・
退

職
金
を
含
ま
な
い
。

１	

明
治
初
期
か
ら
大
正
、
昭
和
初
期

に
か
け
て

　

明
治
時
代
（
一
八
六
七
～
一
九
一
一
年
）

前
期
は
、
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
下
で
、
欧
米
か
ら
機
械
、
技
術
や
さ

ま
ざ
ま
な
ノ
ウ
ハ
ウ
が
積
極
的
に
導
入
さ
れ

た
時
期
で
あ
る
。
賃
金
制
度
の
原
型
が
生
ま

れ
始
め
た
時
期
で
あ
る
が
、
賃
金
制
度
を
明

確
に
定
め
た
組
織
で
は
、
官
吏
を
含
め
、
職

員
（
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
）、
職
工
（
ブ
ル
ー

カ
ラ
ー
）
の
賃
金
は
等
級
別
に
定
め
ら
れ
て

い
た
。
等
級
は
能
力
を
示
す
も
の
と
さ
れ
、

経
験
や
技
能
の
向
上
に
応
じ
て
昇
級
し
、
賃

金
も
上
昇
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

　

明
治
時
代
後
期
に
な
る
と
、
工
業
化
が
進

み
熟
練
工
の
不
足
が
表
面
化
す
る
と
と
も
に
、

熟
練
工
の
労
働
移
動
が
活
発
と
な
っ
た
。
賃

金
制
度
の
面
で
は
明
治
時
代
前
期
の
シ
ス
テ

ム
を
受
け
継
ぐ
と
と
も
に
、
職
工
層
に
つ
い

て
は
生
産
能
率
を
高
め
る
た
め
に
賃
業
給
と

称
す
る
請
負
給
（
＝
単
純
出
来
高
給
）
が
広

が
っ
た
。
欧
米
で
一
九
八
〇
年
代
に
開
発
さ

れ
た
能
率
給
シ
ス
テ
ム
（
ロ
ー
ワ
ン
式
、
ハ

ル
セ
ー
式
）
が
、
発
表
後
一
〇
年
を
経
ず
し

て
日
本
で
も
導
入
さ
れ
た
と
い
う
。

　

明
治
期
の
一
例
を
示
す
と
、
世
界
遺
産
と

な
っ
た
富
岡
製
糸
場
（
一
八
七
二
年
～
）
の

工
女
の
賃
金
体
系
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
工
場
に

準
じ
て
当
初
は
能
力
に
基
づ
く
等
級
制
で
あ

っ
た
が
、
一
八
九
三
年
に
三
井
家
に
払
い
下

げ
ら
れ
て
出
来
高
制
に
変
更
さ
れ
た(

和
田

英
『
富
岡
日
記
』
ち
く
ま
文
庫)
。

　

大
正
時
代
（
一
九
一
一
～
一
九
二
五
年
）

に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
好
景
気
に
よ

り
熟
練
工
不
足
が
深
刻
化
し
、
物
価
が
急
騰

し
、
さ
ら
に
大
戦
後
の
不
況
や
労
働
運
動
の

活
発
化
が
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
変
動
は
労

務
管
理
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
賃
金
体
系
の

複
雑
化
を
も
た
ら
し
た
。
新
卒
を
採
用
し
企

業
内
で
養
成
す
る
基
幹
工
確
保
策
が
進
め
ら

れ
、
物
価
上
昇
に
は
物
価
手
当
や
臨
時
手
当

な
ど
の
支
給
や
臨
時
昇
給
が
あ
り
、
労
働
移

動
を
防
止
し
定
着
を
進
め
る
た
め
の
勤
続
手

当
や
勤
続
を
反
映
し
た
昇
給
も
み
ら
れ
た
。

　

欧
米
と
比
べ
た
わ
が
国
賃
金
制
度
の
今
日

の
特
色
の
一
つ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
当
の
存

在
で
あ
る
。
諸
手
当
は
大
正
時
代
か
ら
す
で

に
見
ら
れ
、
そ
の
頃
か
ら
賃
金
制
度
が
複
雑

化
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　

今
日
に
至
る
わ
が
国
賃
金
制
度
の
重
要
な

特
色
は
、
従
業
員
の
生
計
費
に
配
慮
す
る
点

で
あ
り
大
正
時
代
に
始
ま
っ
た
。
生
計
費
配

慮
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
が
呉
海
軍
工
廠

の
伍
堂
卓
雄
「
職
工
給
与
標
準
制
定
の
要
」

（
一
九
二
二
年
）
で
あ
り
、
そ
の
要
点
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

①
従
来
、
賃
金
は
労
働
需
給
や
能
力
に
よ
り

定
ま
り
、
労
働
者
の
生
計
費
は
省
み
ら
れ

て
い
な
い

②
職
工
は
一
定
年
数
を
経
る
と
技
能
に
は
ほ

と
ん
ど
差
が
な
い
こ
と
か
ら
、
従
来
の
賃

金
で
は
若
者
は
余
裕
が
生
じ
、
金
銭
を
浪

費
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る

③
一
人
前
の
職
工
の
賃
金
は
、
家
族
の
扶
養

に
差
し
支
え
の
な
い
程
度
と
せ
ざ
る
を
得

な
い

④
生
計
費
の
上
昇
に
よ
り
、
家
族
扶
養
に
必

要
な
賃
金
が
実
現
で
き
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
賃
金
は
年
齢
と
共
に
増
加
す
る
方
式

と
し
た
方
が
よ
い

　
「
職
工
給
与
標
準
制
定
の
要
」
を
実
践
し

た
事
例
と
し
て
、
横
浜
船
渠
が
一
九
二
九
年

に
導
入
し
た
合
理
的
賃
金
制
度
が
あ
る
（
図

表
１
参
照
）。
日
給
は
年
齢
給
、
資
格
給
、

採
点
給
で
構
成
さ
れ
、
年
齢
給
は
日
給
全
体

の
五
〇
％
か
ら
六
五
％
も
占
め
て
い
た
。
生

計
費
配
慮
を
体
現
し
て
い
る
。
な
お
、
資
格

給
と
は
役
付
手
当
で
あ
り
、
作
業
給
は
業
務

の
難
易
度
、
技
術
給
は
ス
キ
ル
度
、
勤
務
給

は
勤
務
評
価
に
対
応
し
た
賃
金
で
あ
る
。

２　

昭
和
初
期
か
ら
戦
時
体
制
下
ま
で

　

一
九
三
一
年
に
満
州
事
変
が
始
ま
り
、
経

済
社
会
は
戦
時
体
制
に
入
る
と
共
に
、
経
済

統
制
が
進
め
ら
れ
た
。
賃
金
面
で
も
政
府
は

イ
ン
フ
レ
抑
制
の
観
点
か
ら
国
家
総
動
員
法

（
一
九
三
八
年
）
に
基
づ
き
賃
金
統
制
に
乗

り
出
し
た
。
一
九
三
九
年
に
は
賃
金
統
制
令

に
よ
り
初
任
給
の
年
齢
別
公
定
と
昇
給
内
規

の
届
出
認
可
を
盛
り
込
ん
だ
。

　

戦
時
中
の

賃
金
統
制
は
、

賃
金
統
制
が

終
了
し
た
後

も
長
ら
く
日

本
企
業
の
賃

金
制
度
に
影

響
し
、
そ
の

影
響
は
今
日

な
お
無
視
す

る
こ
と
は
で

き
な
い
。
多

く
の
企
業
に

存
在
す
る
家

族
手
当
は
一

賃
金
制
度
の
長
期
的
推
移
と
展
望

明
治
学
院
大
学
名
誉
教
授　

笹
島
　
芳
雄

図表１　横浜船渠（株）「合理的賃金制度」

資料出所：加藤尚文（1967）

年齢給

日給 資格給 作業給

採点給 技術給

勤務給
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例
で
あ
る
。

　

家
族
手
当
が
始
ま
っ
た
の
は
，
第
一
次
世

界
大
戦
の
戦
中
及
び
戦
後
に
お
け
る
物
価
上

昇
に
対
す
る
経
営
者
の
配
慮
で
あ
る
。
そ
の

後
の
不
況
期
に
人
件
費
削
減
の
た
め
、
家
族

手
当
対
象
者
か
ら
人
員
整
理
し
た
こ
と
も
あ

り
家
族
手
当
は
衰
退
し
た
が
、
一
九
三
七
年

の
日
華
事
変
以
後
に
再
び
導
入
さ
れ
出
し
た
。

労
働
力
不
足
か
ら
労
働
移
動
が
活
発
化
し
、

熟
練
労
働
者
や
経
験
労
働
者
の
定
着
対
策
と

し
て
家
族
手
当
を
利
用
す
る
動
き
が
生
じ
た

か
ら
で
あ
る
（
長
沼
弘
毅
（
一
九
四
七
））。

　

一
九
三
九
年
の
賃
金
臨
時
措
置
令
に
よ
り

賃
金
引
き
上
げ
が
凍
結
さ
れ
た
一
方
、
物
価

は
じ
り
じ
り
と
上
昇
し
た
た
め
実
質
賃
金
は

低
下
し
、
と
く
に
扶
養
家
族
を
有
す
る
労
働

者
の
生
活
は
厳
し
さ
を
増
し
た
。
一
九
四
〇

年
、
政
府
は
一
定
の
条
件
下
で
家
族
手
当
の

支
給
を
認
め
、
以
後
、
支
給
条
件
を
緩
和
す

る
改
正
が
続
い
た
。
以
上
を
受
け
て
、
家
族

手
当
は
爆
発
的
に
普
及
し
今
日
に
至
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

戦
時
下
、
政
府
は
賃
金
決
定
に
お
け
る
生

計
費
配
慮
の
強
化
に
乗
り
出
し
た
。
一
九
四

三
年
に
生
産
増
強
勤
労
緊
急
対
策
要
綱
を
閣

議
決
定
し
、
賃
金
に
関
し
て
「
勤
労
者
の
生

活
の
恒
常
性
を
確
保
し
勤
労
能
率
の
向
上
を

期
す
る
た
め
、
賃
金
統
制
を
合
理
的
な
ら
し

め
る
と
共
に
、
賃
金
統
制
上
必
要
な
る
措
置

を
別
途
講
じ
る
こ
と
」
と
し
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
中
央
賃
金
専
門
委
員
会
は
賃
金
形
態

に
関
す
る
指
導
方
針
に
お
い
て
「
賃
金
は
労

務
者
及
び
そ
の
家
族
の
生
活
を
恒
常
的
に
確

保
す
る
と
共
に
勤
労
業
績
に
応
ず
る
報
償
た

る
べ
き
も
の
と
す
」
と
し
た
。
一
九
四
五
年

に
は
、
厚
生
省
・
軍
需
省
共
編
「
勤
労
規
範

草
案
」
に
お
い
て
「
生
活
の
本
拠
は
家
に
あ

り
。
給
与
の
支
給
に
当
り
、
年
齢
と
家
族
と

に
考
慮
を
払
う
べ
き
所
以
に
し
て
、
こ
れ
を

給
与
の
根
幹
た
ら
し
む
べ
し
」
と
し
た
。

　

民
間
で
も
生
計
費
配
慮
を
強
め
る
動
き
が

見
ら
れ
た
。
一
九
四
〇
年
の
第
一
八
回
全
国

研
究
会
に
お
い
て
、
日
本
工
場
協
会
は
各
地

方
団
体
に
対
し
て
賃
金
制
度
に
関
す
る
意
見

の
具
申
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
大
阪
府
工
業
懇

話
会
は
、「
賃
金
（
定
額
日
給
）
＝
年
齢
保
証

給
＋
勤
続
給
＋
技
能
給
＋
能
率
給
」
と
す
る

賃
金
構
成
を
提
案
し
た
。
さ
ら
に
、
賃
金
が

具
備
す
る
要
件
と
し
て
、
①
生
活
の
保
証
を

行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
年
齢
及
び
扶
養

家
族
数
を
反
映
す
る
こ
と
、
③
勤
続
年
数
及

び
経
験
を
反
映
す
る
こ
と
、
④
技
倆
、
熟
練

度
、
作
業
級
を
反
映
す
る
こ
と
、
⑤
勤
怠
、

熱
心
等
の
作
業
振
り
及
び
人
格
的
要
素
を
反

映
す
る
こ
と
、
⑥
生
産
能
率
、
作
業
結
果
の

品
質
等
を
反
映
す
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い

る
。
京
都
工
場
懇
話
会
及
び
愛
知
県
商
工
振

興
会
の
意
見
に
お
い
て
も
、
賃
金
の
あ
り
方

と
し
て
、
生
産
奨
励
と
同
時
に
生
活
保
証
の

要
素
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
労
働

者
の
技
術
・
能
力
、
年
齢
、
勤
続
年
数
、
扶

養
家
族
数
等
に
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
し
た
（
大
西
清
治
・
瀧
本
忠
男
（
一
九
四

四
））。

　

昇
給
制
度
は
明
治
時
代
に
既
に
み
ら
れ
る

が
、
そ
の
頃
か
ら
戦
時
中
に
至
る
ま
で
、
全

員
一
斉
昇
給
で
は
な
く
、
賃
金
水
準
に
よ
っ

て
前
回
の
昇
給
実
施
時
期
か
ら
の
必
要
経
過

期
間
（
六
カ
月
か
ら
二
年
）
が
決
め
ら
れ
、

昇
給
実
施
者
は
対
象
者
の
三
分
の
一
か
ら
三

分
の
二
程
度
で
あ
っ
た
。
今
日
の
よ
う
に
全

員
一
斉
昇
給
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
一
九
四
二
年
の
重
要
事
業
場
労
務
管
理

令
に
お
い
て
全
員
の
年
一
回
昇
給
を
規
定
し

た
か
ら
で
あ
る
。

３　

戦
後
直
後
か
ら
高
度
成
長
初
期

　

戦
時
中
に
政
府
お
よ
び
民
間
が
推
進
し
た

生
計
費
配
慮
型
の
賃
金
制
度
は
、
戦
後
直
後

の
一
九
四
六
年
に
成
立
し
た
電
産
型
賃
金
体

系
に
よ
っ
て
開
花
し
た
。

　

図
表
２
は
電
産
型
賃
金
体
系
を
示
し
て
お

り
、
生
活
保
証
給
が
六
三
％
を
占
め
る
と
い

う
生
計
費
配
慮
型
の
賃
金
体
系
と
な
っ
て
い

る
。
電
産
型
賃
金
体
系
の
構
造
は
、
前
述
し

た
戦
時
体
制
下
で
提
案
さ
れ
た
賃
金
制
度

と
酷
似
し
て
い
る
。
戦
後
の
厳
し
い
経
済

情
勢
の
下
で
は
、
生
計
費
配
慮
型
の
賃
金

制
度
は
労
使
双
方
に
対
し
て
説
得
力
の
あ

る
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
電
産
型
賃

金
体
系
は
多
く
の
企
業
に
広
が
っ
た
。

　

電
産
型
賃
金
体
系
は
年
功
的
賃
金
制
度

で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
年

齢
お
よ
び
勤
続
年
数
で
決
ま
る
賃
金
は
五

割
近
く
と
な
る
上
、
年
齢
と
相
関
の
高
い

家
族
給
を
加
え
る
と
基
準
内
賃
金
の
七
割

ほ
ど
が
年
齢
・
勤
続
年
数
で
決
ま
る
か
ら

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
計
費
配
慮
型
賃

金
制
度
と
年
功
的
賃
金
制
度
は
表
裏
一
体

の
関
係
に
あ
る
。

　

生
計
費
配
慮
型
賃
金
制
度
に
対
す
る
見

直
し
の
動
き
は
、
経
済
が
安
定
し
た
一
九

五
〇
年
代
前
半
に
現
れ
る
。
経
済
活
動
、

技
術
水
準
な
ど
の
面
で
格
段
に
進
ん
で
い

た
ア
メ
リ
カ
か
ら
人
事
管
理
の
分
野
で
も

さ
ま
ざ
ま
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
導
入
す
る
動
き

が
み
ら
れ
る
中
で
、
担
当
業
務
の
困
難
度
、

複
雑
度
、
責
任
度
等
を
反
映
す
る
賃
金
で

あ
る
職
務
給
制
度
の
導
入
が
賃
金
制
度
の

合
理
化
に
つ
な
が
る
と
し
て
経
営
側
か
ら

強
く
主
張
さ
れ
た
。
他
方
、
労
働
組
合
勢

力
は
厳
し
い
生
活
情
勢
の
下
、
生
計
費
配

慮
型
賃
金
制
度
の
継
続
を
強
く
求
め
た
。

両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
、
徐
々
に
生
計
費

配
慮
型
賃
金
制
度
の
修
正
が
始
ま
っ
た
。
一

九
六
二
年
に
は
鉄
鋼
大
手
三
社
（
八
幡
、
富

士
、
日
本
鋼
管
）
で
は
生
産
労
働
者
に
対
し

て
職
務
給
を
導
入
し
た
。
い
ず
れ
も
基
準
内

賃
金
の
約
一
五
％
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

相
次
い
で
他
の
鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
に
も
広
が
っ

た
。
一
九
六
六
年
に
は
松
下
電
器
で
「
仕
事

別
賃
金
」
と
い
う
名
称
の
下
に
職
務
給
が
導

入
さ
れ
た
。

図表２　電産型賃金体系

資料出所：加藤尚文（1967）
（注）  1．(　) 内の数値は、1947 年 10 月現在の数値である。
　　  2. 本人給は年齢で定めていることから、年齢給という用語を書き加えた。

家族給（18.9％）

生活保証給

基本賃金 （63.2％） 本人給（年齢給、44.3％）

基準労働賃金 （92.0％） 基本給

（98.8％）

能力給（24.4％）

勤続給（4.4％） (73.1％)

地域賃金

（6.8％）

基準外労働賃金 冬営手当（1.2％）
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４	

高
度
成
長
時
代
か
ら
バ
ブ
ル
経
済

ま
で

　

日
経
連
（
現
経
団
連
）
は
一
九
五
七
年
に

は
、
勤
続
・
年
齢
給
を
核
と
す
る
制
度
か
ら

職
能
給
を
核
と
す
る
制
度
へ
の
漸
進
的
移
行

を
主
張
し
て
い
た
が
、
本
格
的
に
主
張
し
た

の
は
研
究
会
報
告
『
能
力
主
義
管
理
』（
一
九

六
九
年
）
で
あ
り
、
同
報
告
に
お
い
て
「
賃

金
体
系
の
役
割
と
し
て
、
有
能
な
人
材
の
確

保
に
加
え
て
、
従
業
員
に
能
力
開
発
・
能
力

発
揮
の
適
正
な
動
機
付
け
を
与
え
得
る
よ
う

設
計
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
職
務
遂
行
能
力
の
レ
ベ
ル
を
示
す
職

能
資
格
制
度
を
用
意
し
、
職
能
資
格
が
高
い

ほ
ど
高
い
職
能
給
を
対
応
さ
せ
る
と
い
う
の

が
職
能
給
の
考
え
方
で
あ
る
。

　

職
能
給
は
年
齢
・
勤
続
を
重
視
す
る
年
功

給
と
職
務
給
の
両
者
の
性
格
を
保
有
し
て
お

り
、
い
わ
ば
両
者
の
折
衷
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
加
え
て
、
職
能
給
は
労
働
者
の
柔

軟
な
配
置
と
能
力
開
発
の
促
進
と
い
う
特
質

を
も
つ
こ
と
か
ら
、
日
経
連
は
そ
れ
ま
で
主

張
・
推
進
し
て
き
た
職
務
給
に
代
え
て
職
能

給
を
積
極
的
に
推
進
す
る
に
至
っ
た
。
職
能

給
は
一
九
七
〇
年
以
降
、
能
力
主
義
賃
金
で

あ
る
と
し
て
次
第
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

職
能
給
を
導
入
し
た
企
業
の
一
般
的
な
賃

金
体
系
は
「
基
本
給
＝
職
能
給
＋
年
齢
給
＋

勤
続
給
」
の
構
造
で
あ
り
、
生
計
費
配
慮
の

年
齢
給
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
九
〇
年
の
労
働
省

「
雇
用
管
理
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
職
能
資
格

制
度
の
導
入
率
は
五
〇
〇
〇
人
以
上
企
業
で

は
七
七
％
に
も
上
っ
た
。

　

職
能
給
お
よ
び
職
能
資
格
制
度
は
広
く
普

及
し
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
多
く
の
企
業

で
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
務
上
の
経

験
を
積
み
重
ね
る
と
共
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
現
れ
て
き
た
（
労
政
時
報
第
三
〇
〇
〇
号
、

同
第
三
二
八
七
号
）。
最
大
の
問
題
は
職
能

給
お
よ
び
職
能
資
格
制
度
の
運
用
が
多
く
の

企
業
で
年
功
的
運
用
に
流
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

勤
続
年
数
が
高
ま
る
と
、
自
動
的
に
昇
給
し

た
り
上
位
資
格
に
昇
格
す
る
と
い
う
運
用
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
企
業
で
は
職
能

給
は
実
質
的
に
は
年
功
給
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ

ら
な
い
賃
金
と
な
っ
て
い
た
。

５　

バ
ブ
ル
経
済
後
か
ら
今
日
ま
で

　

職
能
給
の
問
題
が
表
面
化
し
な
か
っ
た
の

は
、
日
本
経
済
が
順
調
に
成
長
し
、
そ
の
恩

恵
を
受
け
て
企
業
組
織
も
企
業
業
績
も
拡
大

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
従
業
員
の
年
功
的
処

遇
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
九
九
〇
年
代
初
め
の
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
、

冷
戦
構
造
の
崩
壊
と
社
会
主
義
諸
国
の
市
場

経
済
化
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
な

ど
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
右
肩
上
が
り
の
日

本
経
済
や
企
業
経
営
が
も
は
や
期
待
で
き
な

い
状
態
に
至
り
、
年
功
的
処
遇
を
行
う
こ
と

が
難
し
く
な
っ
て
き
た
。

　

ど
の
企
業
で
も
企
業
内
外
の
環
境
変
化
に

対
応
し
て
、
時
代
に
適
合
す
る
人
事
制
度
、

賃
金
制
度
の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
る
。
企
業

環
境
の
変
化
に
よ
り
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、

労
働
者
の
個
人
業
績
を
そ
の
都
度
の
賃
金
に

強
く
反
映
さ
せ
る
制
度
、
す
な
わ
ち
成
果
主

義
賃
金
、
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

成
果
主
義
賃
金
へ
の
傾
斜
を
強
め
た
要
因

を
掲
げ
る
と
、
第
一
は
従
業
員
の
高
齢
化
で

あ
る
。
年
功
給
の
場
合
に
は
、
高
齢
化
が
進

む
と
企
業
業
績
と
は
無
関
係
に
人
件
費
が
増

加
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
企
業
業
績
が
低
迷

す
る
時
代
に
は
人
件
費
の
自
動
的
増
加
を
受

け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
年
功
的
運
用

に
流
れ
て
い
た
職
能
給
、
職
能
資
格
制
度
の

抜
本
的
改
革
か
、
年
功
給
に
は
な
り
に
く
い

職
務
給
の
導
入
を
促
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

第
二
の
要
因
は
、
企
業
業
績
の
低
迷
と
コ

ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
化
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
初
頭
以
降
、
企
業
業
績
が
長
期

に
わ
た
っ
て
低
迷
す
る
中
で
、
上
場
企
業
の

主
要
株
主
が
金
融
機
関
や
取
引
先
か
ら
企
業

業
績
や
株
価
動
向
に
敏
感
な
内
外
の
機
関
投

資
家
に
変
化
し
、
株
主
資
本
利
益
率
や
企
業

業
績
の
上
昇
を
通
じ
た
株
価
上
昇
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
人
件
費

の
節
減
や
人
件
費
の
従
業
員
へ
の
効
果
的
配

分
が
模
索
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
成
果
主

義
賃
金
が
推
進
さ
れ
た
。

　

第
三
に
、「
非
世
帯
主
従
業
員
の
増
大
」
を

指
摘
で
き
る
。
従
業
員
の
中
で
未
婚
男
性
や

女
性
が
増
加
し
て
い
る
。
女
性
の
多
く
は
非

世
帯
主
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
従
業
員
の
中

で
の
非
世
帯
主
の
割
合
は
高
ま
る
傾
向
に
あ

る
。
非
世
帯
主
は
世
帯
主
ほ
ど
に
は
生
計
費

配
慮
型
賃
金
を
求
め
な
い
。「
非
世
帯
主
従

業
員
の
増
大
」
に
よ
り
、
企
業
は
必
然
的
に

賃
金
の
年
功
的
性
格
を
弱
め
、
能
力
主
義
的

性
格
、
成
果
主
義
的
性
格
を
強
め
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
他
、
従
業
員
の
高
学
歴
化
の
進
行
、

労
働
市
場
の
流
動
化
、
長
期
雇
用
慣
行
の
変

化
、
労
働
時
間
の
弾
力
化
な
ど
も
成
果
主
義

賃
金
へ
の
圧
力
と
し
て
作
用
し
て
き
て
い
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
次
第
に
広
が
っ

て
い
っ
た
年
俸
制
は
成
果
主
義
賃
金
の
代
表

的
事
例
で
あ
る
。
個
々
の
企
業
の
現
場
で
は
、

成
果
主
義
賃
金
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

職
能
資
格
制
度
を
改
革
し
て
能
力
・
実
績
に

基
づ
く
昇
給
・
昇
格
・
昇
進
を
厳
格
に
行
う

と
か
、
自
動
的
昇
給
を
縮
小
・
廃
止
し
て
人

事
評
価
に
基
づ
く
昇
給
を
拡
大
す
る
こ
と
も

し
ば
し
ば
成
果
主
義
賃
金
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
、
二
〇
〇
〇
年
代
と
数
多
く

の
企
業
に
お
い
て
様
々
な
賃
金
制
度
改
革
が

進
め
ら
れ
た
が
、
改
革
内
容
を
整
理
す
る
と
、

①
賃
金
の
自
動
的
昇
給
の
縮
小
・
廃
止
、
②

人
事
評
価
に
連
動
し
た
昇
給
の
拡
大
、
③
賃

金
と
担
当
業
務
と
の
関
係
の
強
化
、
で
あ
る
。

③
は
職
務
給
の
導
入
の
ケ
ー
ス
に
対
応
す
る
。

　

成
果
主
義
賃
金
の
広
が
り
は
職
務
給
の
導

入
を
促
進
し
て
い
る
。
職
務
給
は
、
担
当
業

務
の
重
要
度
・
困
難
度
・
複
雑
度
が
高
け
れ

ば
高
い
ほ
ど
高
い
賃
金
と
す
る
賃
金
の
考
え

方
で
あ
り
、
考
え
方
の
根
底
に
は
成
果
主
義

賃
金
の
思
想
が
流
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
一
九
五
〇
年
代
、
六
〇

年
代
に
職
務
給
の
導
入
が
盛
ん
に
主
張
さ
れ
、

一
部
の
企
業
に
お
い
て
部
分
的
に
で
は
あ
る

が
実
際
に
導
入
さ
れ
た
。
当
時
推
進
さ
れ
た

職
務
給
は
、
主
と
し
て
製
造
業
の
生
産
部
門

労
働
者
の
賃
金
へ
の
導
入
で
あ
っ
た
が
、
一

九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
再
び
主
張
さ
れ
た
職

務
給
は
、
主
と
し
て
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
を
対

象
と
し
て
い
る
。
職
務
給
の
代
わ
り
に
役
割

給
と
か
職
責
給
と
い
う
名
称
を
用
い
る
企
業

も
多
い
。

　

図
表
３
は
職
能
給
、
年
齢
・
勤
続
給
と
役

割
・
職
務
給
の
採
用
状
況
の
推
移
を
み
た
も

の
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
以
降
で
は
、
職
能

給
、
年
齢
・
勤
続
給
の
採
用
比
率
が
ゆ
る
や

か
な
減
少
傾
向
に
あ
る
一
方
、
役
割
・
職
務

給
は
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

６	

賃
金
制
度
の
長
期
的
推
移
の	

総
括
と
展
望

　

こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
企
業
の
賃
金
制
度
の

長
期
的
動
向
を
見
て
き
た
。
大
胆
に
整
理
す

る
と
、
明
治
時
代
は
欧
米
の
影
響
を
受
け
て
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担
当
業
務
や
能
率
を
重
視
す
る
仕
事
基
準
賃

金
の
色
彩
が
強
か
っ
た
が
、
次
第
に
従
業
員

の
生
計
費
を
重
視
す
る
生
計
費
配
慮
型
賃
金

に
接
近
し
て
い
っ
た
。
そ
の
動
き
が
頂
点
に

達
し
た
の
が
戦
時
中
か
ら
戦
後
直
後
に
か
け

て
で
あ
る
。
そ
の
後
、
仕
事
基
準
賃
金
を
主

張
す
る
経
営
側
に
対
し
て
、
生
計
費
配
慮
型

賃
金
を
守
ろ
う
と
す
る
労
働
側
と
の
攻
防
の

中
で
、
両
者
の
ベ
ク
ト
ル
の
和
の
ご
と
く
、

徐
々
に
仕
事
基
準
賃
金
に
向
か

う
動
き
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
過
程
で
は
、
賃
金
と
担
当

業
務
と
の
リ
ン
ク
が
弱
い
職
能

給
が
ま
ず
広
が
っ
た
後
、
次
第

に
両
者
の
リ
ン
ク
が
強
い
職
務

給
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
言
え

よ
う
。
二
〇
一
五
年
の
今
日
に

お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
以
上

の
動
き
は
継
続
し
て
い
る
。
図

表
４
は
以
上
を
図
式
化
し
た
も

の
で
あ
り
、
赤
の
太
線
が
日
本

の
賃
金
制
度
を
示
し
て
い
る
。

　

成
果
主
義
賃
金
の
発
生
・
普

及
要
因
に
つ
い
て
は
上
述
し
た
。

そ
の
要
因
は
依
然
と
し
て
継
続

し
て
い
る
。
そ
の
要
因
が
継
続

す
る
限
り
、
従
業
員
の
賃
金
決

定
に
お
い
て
、
担
当
業
務
を
重

視
す
る
傾
向
は
続
く
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
給
決

定
に
お
い
て
、
職
務
給
（
＝
役

割
給
、
職
責
給
）
の
ウ
ェ
イ
ト

は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
行
く
と
考

え
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
日
本
以
外
の
国
に

お
い
て
は
、
個
々
の
労
働
者
の

賃
金
決
定
は
担
当
業
務
の
責
任

の
重
さ
、
複
雑
さ
、
困
難
さ
を

評
価
し
て
賃
金
決
定
す
る
と
い

う
方
式
で
あ
る
。
日
本
の
賃
金

制
度
も
徐
々
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
接
近
し
つ
つ

あ
る
と
言
え
よ
う
。

［
注
］

 

　

本
稿
で
は
、
論
稿
の
性
格
上
、
様
々
な
文
献
・
資
料

等
を
利
用
し
て
い
る
が
、
紙
幅
等
の
関
係
も
あ
り
、
一

部
の
言
及
に
留
ま
っ
て
い
る
。
明
治
か
ら
戦
時
中
に
か

け
て
の
動
向
に
つ
い
て
は
昭
和
同
人
会
編（
一
九
六
〇
）、

孫
田
良
平
編（
一
九
七
〇
）、
戦
後
に
つ
い
て
は
孫
田
良

平
編（
一
九
七
〇
）、
社
会
経
済
生
産
性
本
部（
二
〇
〇

一
）
に
か
な
り
依
拠
し
て
い
る
。
全
体
を
通
し
て
笹
島

芳
雄（
二
〇
一
二
）
を
参
考
と
し
た
。

【
主
た
る
参
考
文
献
（
刊
行
年
順
）】

大
西
清
治
・
瀧
本
忠
男
（
一
九
四
四
）『
賃
金
制
度
』、
東

洋
書
館

長
沼
弘
毅
（
一
九
四
七
）『
生
活
賃
銀
と
家
族
手
当
制
度
』、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

昭
和
同
人
会
編
（
一
九
六
〇
）『
わ
が
国
賃
金
構
造
の
史
的

考
察
』、
至
誠
堂

加
藤
尚
文
（
一
九
六
七
）『
事
例
を
中
心
と
し
た
戦
後
の
賃

金
』、
技
報
堂

孫
田
良
平
編
（
一
九
七
〇
）『
年
功
賃
金
の
歩
み
と
未
来
―

賃
金
体
系
一
〇
〇
年
史
―
』、
産
業
労
働
調
査
所

雇
用
シ
ス
テ
ム
研
究
セ
ン
タ
ー
「
日
本
の
賃
金
二
〇
〇
〇

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
編
（
二
〇
〇
一
）『
日
本
の
賃
金
―
戦

後
の
軌
跡
と
新
世
紀
の
展
望
』、
社
会
経
済
生
産
性
本

部
笹
島
芳
雄
（
二
〇
一
二
）「
日
本
の
賃
金
制
度
：
過
去
、
現

在
そ
し
て
未
来
」『
経
済
研
究
』
第
一
四
五
号
所
収
、
明

治
学
院
大
学

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

笹
島
芳
雄
（
さ
さ
じ
ま
・
よ
し
お
）

明
治
学
院
大
学
名
誉
教
授
。
労
働
経
済
、

社
会
政
策
専
攻
。
著
書
に
『
65
歳
定
年
制

実
現
の
た
め
の
人
事
・
賃
金
制
度
』（
労
働

法
令
、
二
〇
一
三
年
）、『
最
新 

ア
メ
リ
カ

の
賃
金
・
評
価
制
度
』（
日
本
経
団
連
出
版
、

二
〇
〇
八
年
）
な
ど
多
数
。

図表 3　職能給、年齢・勤続給と役割・職務給の採用比率

図表 4　わが国の賃金制度の長期的動向

仕事基準賃金

（職務給） 経営側の主張

生計費配慮型賃金 労組の主張

(年功給) 明 大 戦 戦

治 正 時 後

初 時 中 職能給の時代

期 代 職務給の強まり

賃金の種類 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2012 2013

職能給
管理職層
非管理職層

81
85

82
87

67
77

61
69

58
70

70
81

70
81

66
77

69
81

年齢・勤続給
管理職層
非管理職層

－
78

－
73

32
73

－
69

－
－

34
62

27
59

23
48

26
62

役割・職務給
管理職層
非管理職層

21
18

44
25

50
32

53
34

61
41

72
57

71
51

79
58

76
58

資料出所：日本生産性本部「日本的人事制度の現状と課題」
（注）　「－」は調査していないことを示す。

（単位：％）
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日
本
企
業
の
賃
金
政
策
の
基
本
思
想
は
、

年
功
主
義
か
ら
能
力
主
義
へ
、
能
力
主
義
か

ら
成
果
主
義
へ
と
変
遷
を
遂
げ
て
き
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
変
遷
に
は
、
企
業

の
生
き
残
り
戦
略
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
き

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
賃
金
政
策
を
ど
う
変

え
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
も
、
こ

れ
か
ら
の
企
業
の
生
き
残
り
戦
略
に
左
右
さ

れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

今
後
の
賃
金
政
策
の
あ
り
方
を
巡
っ
て
は
、

二
つ
の
大
き
な
潮
流
が
あ
る
。
一
つ
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
競
争
に
勝
つ
た
め
に
、
成
果
主
義

の
方
向
へ
と
徹
底
し
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る

潮
流
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
や
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
し

っ
か
り
と
さ
せ
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る
潮
流

で
あ
る
。

　

成
果
主
義
を
徹
底
さ
せ
る
べ
き
だ
と
主
張

す
る
人
は
、
今
後
直
面
す
る
少
子
化
の
影
響

に
つ
い
て
の
理
解
が
足
ら
な
い
よ
う
に
み
え

る
し
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
や
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
強
く
主
張
す
る
人
は
、
企

業
の
競
争
激
化
と
い
う
要
因
に
つ
い
て
の
理

解
が
足
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
企
業
は
現

実
社
会
で
生
き
て
お
り
、
利
益
を
出
す
こ
と

が
至
上
命
題
で
あ
る
。
常
に
そ
の
前
提
に
立

っ
た
う
え
で
、
今
後
の
日
本
社
会
の
諸
条
件

の
変
化
に
適
応
し
て
い
け
る
よ
う
、
今
後
の

構
想
を
打
ち
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１	

生
産
年
齢
人
口
の
減
少
が
改
革
の

引
き
金
に

　

こ
れ
か
ら
の
日
本

の
社
会
を
考
え
る
上

で
、
極
め
て
悩
ま
し

い
問
題
は
人
口
の
減

少
で
あ
る
。
な
か
ん

ず
く
、
図
表
１
に
示

し
た
よ
う
に
、
生
産

年
齢
人
口
（
一
五
～

六
四
歳
）
の
減
少
が

日
本
企
業
の
活
動
に

重
要
な
イ
ン
パ
ク
ト

を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。

　

国
立
社
会
保
障
・

人
口
問
題
研
究
所
の

二
〇
一
二
年
一
月
推

計
（
二
〇
一
〇
年
国

勢
調
査
、
同
年
人
口

動
態
統
計
確
定
数
を

基
に
推
計
）
に
よ
る

と
、
日
本
の
生
産
年

齢
人
口
は
、
二
〇
一

四
年
が
七
七
八
〇
万

人
で
、
一
〇
年
後
の

二
〇
二
四
年
に
は
七

一
三
七
万
人
に
減
少

す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
八
・
三
％
の
減
少
で
あ
る
。

因
み
に
、
二
〇
六
〇
年
で
は
四
四
一
八
万
人

ま
で
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
二
〇

一
四
年
比
で
四
三
・
二
％
の
減
少
で
あ
る
。

こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
二
〇

六
〇
年
の
状
況
は
な
か
な
か
想
像
し
難
い
が
、

今
後
一
〇
年
で
八
・
三
％
も
の
生
産
人
口
が

減
少
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
考
え
て
み
て

も
、
今
か
ら
戦
略
的
に
対
応
し
て
い
か
な
い

と
、
人
材
力
の
低
下
に
よ
っ
て
、
日
本
企
業

が
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
か
ら
取
り
残
さ
れ
な
い

と
も
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
の
総
人
口
は
、
二
〇
一
四
年
が
一
億

二
六
九
五
万
人
で
、
一
〇
年
後
の
二
〇
二
四

年
が
一
億
二
一
四
〇
万
人
で
四
・
四
％
の
減

少
。
二
〇
六
〇
年
が
八
六
七
四
万
人
で
、
二

〇
一
四
年
比
で
三
一
・
七
％
の
減
少
で
あ
る
。

一
方
、
世
界
の
人
口
は
、
二
〇
一
四
年
が
約

七
一
億
人
、
二
〇
二
四
年
が
約
七
九
億
人
で

一
〇
％
の
増
加
で
あ
り
、
そ
の
後
ど
ん
ど
ん

増
え
て
い
き
、
二
〇
五
〇
年
が
約
九
五
億
人
、

二
〇
六
五
年
に
は
一
〇
〇
億
人
を
超
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
日
本
企
業
は
、
ど

う
し
た
ら
世
界
経
済
の
中
心
に
居
続
け
ら
れ

る
の
か
、
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

決
し
て
対
策
が
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
、
戦

略
的
な
手
を
構
想
す
べ
き
で
あ
る
。

２	

こ
れ
か
ら
の
賃
金
政
策
を
占
う	

三
つ
の
課
題

　

生
産
年
齢
人
口
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、

そ
の
減
少
を
補
う
た
め
に
、
少
な
く
と
も
三

つ
の
課
題
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

企
業
の
賃
金
政
策
を
ど
う
変
更
す
べ
き
な
の
か

日
本
能
率
協
会
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
常
務
取
締
役　

高
原
　
暢
恭

図表１　生産年齢人口（15 ～ 64 歳）

国立社会保障・人口問題研究所　『日本の将来推計人口』（平成 24 年 1 月推計）P.15 より作成。
出生中位（死亡中位）推計

（単位：千人）
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な
い
と
い
う
こ
と
が
み
え
て
く
る
。
第
一
が

女
性
の
活
用
で
あ
り
、
第
二
が
高
齢
者
の
活

用
で
あ
り
、
第
三
が
外
国
人
の
活
用
で
あ
る
。

こ
れ
は
論
理
的
な
帰
結
で
あ
っ
て
、
独
創
的

な
発
想
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
自
明
な

こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
自
明
な
こ
と
で
あ
っ

て
も
力
を
込
め
て
語
る
必
要
が
あ
る
の
は
、

そ
の
対
応
に
相
当
な
苦
労
が
伴
う
か
ら
で
あ

る
。

（
１
）
女
性
の
積
極
活
用

　

図
表
２
（
総
務
省
統
計
局
国
勢
調
査
ｅ
ガ

イ
ド
よ
り
）
に
よ
る
と
、
女
性
の
二
五
歳
～

二
九
歳
の
労
働
力
率
は
、
一
九
八
五
年
か
ら

二
〇
〇
五
年

の
間
で
、
五

四
％
か
ら
七

五
％
に
大
幅

に
上
昇
し
た

と
い
う
こ
と

が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
男

性
の
労
働
力

率
は
、
失
業

率
が
低
い
こ

と
も
あ
り
、

男
性
は
ほ
ぼ

職
業
を
得
て

い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る

が
、
女
性
の

場
合
は
、
ま

だ
労
働
力
率

を
高
め
れ
ば
、

生
産
年
齢
人

口
の
減
少
を

カ
バ
ー
で
き

る
可
能
性
が

あ
る
。
し
か

し
、
単
な
る

数
だ
け
の
問

題
で
も
な
い

の
で
、
安
倍

政
権
で
は
、

す
べ
て
の
女

性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
と
い
う
こ
と
を
訴
え

て
い
る
し
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
あ
ら
ゆ
る

分
野
で
指
導
的
地
位
に
占
め
る
女
性
の
割
合

を
三
〇
％
に
持
っ
て
い
こ
う
と
い
う
主
張
も

多
く
の
人
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

　

女
性
の
積
極
的
な
活
用
を
訴
え
、
そ
の
条

件
を
整
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
男
性
の

働
く
意
識
や
環
境
を
変
え
て
い
く
と
い
う
こ

と
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
は
、

す
べ
て
の
人
材
の
能
力
開
発
を
行
い
、
か
つ

よ
り
一
層
の
労
働
条
件
の
改
善
を
図
り
、
仕

事
の
効
率
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
女

性
の
積
極
的
な
活
用
を
考
え
る
場
合
、
ど
う

し
て
も
出
産
・
子
育
て
期
の
企
業
対
応
を
検

討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
女
性

だ
け
の
問
題
で
は
な
い
が
、
育
児
休
暇
な
ど

を
ど
の
よ
う
に
取
得
し
て
も
ら
い
、
復
帰
後

は
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
ど
う
図
り
、
活

躍
環
境
を
ど
う
整
え
、
役
職
な
ど
の
処
遇
を

ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

生
産
年
齢
人
口
の
減
少
な
ど
の
状
況
を
考

え
れ
ば
、
女
性
の
活
用
に
つ
い
て
積
極
策
に

転
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
企
業
は
例
外
な
く
衰
退

に
向
か
っ
て
い
く
と
思
っ
て
間
違
い
な
い
。

そ
こ
に
何
ら
か
の
コ
ス
ト
ア
ッ
プ
要
因
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
カ
バ
ー
し
て
余
り

あ
る
事
業
力
を
構
築
し
て
対
応
し
て
い
か
な

け
れ
ば
、
企
業
競
争
力
は
維
持
で
き
な
い
。

（
２
）
高
齢
者
の
積
極
活
用

　

次
に
高
齢
者
の
活
用
で
あ
る
。
生
産
年
齢

は
一
五
歳
か
ら
六
四
歳
ま
で
な
の
で
、
六
〇

歳
定
年
後
六
四
歳
ま
で
の
定
年
再
雇
用
者
は
、

生
産
年
齢
人
口
に
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
今
の
定
年
再
雇
用
は
、
現
役
時
代
に

比
べ
て
極
端
に
給
与
を
抑
え
た
形
に
な
っ
て

い
る
も
の
が
多
い
。
現
役
時
代
に
六
〇
万
円

も
七
〇
万
円
も
も
ら
っ
て
い
た
人
で
も
、
だ

い
た
い
月
二
五
万
円
程
度
に
抑
え
ら
れ
、
で

き
る
だ
け
定
常
的
な
仕
事
に
関
わ
っ
て
も
ら

お
う
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。

　

こ
の
六
〇
歳
～
六
四
歳
の
定
年
再
雇
用
者

の
活
用
を
も
っ
と
積
極
的
に
し
、
課
長
や
部

長
な
ど
の
役
職
に
も
就
け
る
よ
う
に
し
、
年

収
水
準
も
役
職
に
就
い
た
な
ら
ば
現
役
と
変

わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
コ
ア
人
材
と

し
て
戦
力
化
す
る
必
要
が
で
て
く
る
。
ま
た

六
五
歳
以
降
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
考
え
方

で
積
極
的
に
活
用
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

六
〇
歳
定
年
を
変
え
て
、
六
五
歳
定
年
に

す
る
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
方
策
と
な
る
が
、

も
う
少
し
定
年
年
齢
に
つ
い
て
も
柔
軟
に
対

応
で
き
る
よ
う
な
枠
組
み
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

も
と
も
と
、
六
〇
歳
定
年
を
前
提
に
六
五

歳
ま
で
の
定
年
再
雇
用
の
義
務
化
を
進
め
る

際
、
企
業
サ
イ
ド
と
し
て
は
、
無
能
で
手
に

余
る
高
齢
者
を
さ
ら
に
五
年
も
抱
え
込
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
心
配
が
で
て
い
た
。
企
業
と
し
て
は
で
き

る
だ
け
賃
金
を
低
く
し
て
、
自
分
か
ら
身
を

引
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
定
年

再
雇
用
の
賃
金
枠
組
み
の
中
に
に
じ
み
出
て

い
る
と
言
っ
て
い
い
。

　

高
齢
者
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、

極
め
て
個
人
差
が
大
き
い
。
す
で
に
五
〇
歳

代
で
、
職
場
で
お
荷
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
人
も
い
れ
ば
、
七
〇
歳
に
な
っ
て
も
、

第
一
線
で
ば
り
ば
り
と
活
躍
し
て
い
る
人
も

い
る
。
そ
う
い
う
人
を
年
齢
で
一
律
に
対
応

す
る
の
で
は
な
く
、
人
に
よ
っ
て
処
遇
を
変

え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
欧

米
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
定
年
退
職
年
齢

の
複
線
化
を
進
め
る
と
同
時
に
、
せ
め
て
六

〇
歳
定
年
を
過
ぎ
た
な
ら
ば
、
解
雇
の
自
由

度
を
も
っ
と
高
め
、
解
雇
や
退
職
勧
奨
に
よ

図表２　年齢別労働力率（1985 年～ 2005 年）

資料出所：http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/useful/u16.htm
　　　　　総務省統計局　国勢調査　e ガイドより作成すると同時に、女性の就業率の上昇イメージを追加。

女性の 25 ～ 29 歳の労働力率は、1985 年から 2005 年の 20 年間の間に 54％から 75％へと大幅に上昇

女性の労働力率を上昇



Business Labor Trend 2015.3

特集―改めて賃金を問い直す

16

る
退
職
の
場
合
に
は
年
金
支
給
年
齢
に
な
ら

な
く
と
も
支
給
す
る
な
ど
の
施
策
が
あ
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
六
五
歳
を
超
え

て
企
業
に
雇
用
さ
れ
て
活
躍
を
す
る
人
に
は
、

年
金
支
給
が
不
要
な
ほ
ど
の
年
収
が
獲
得
で

き
る
の
で
、
そ
う
い
う
人
に
は
年
金
を
出
さ

な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
年

金
原
資
確
保
と
の
連
動
も
取
れ
る
よ
う
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
す
る
こ
と
で
有
能
な
高
齢
者
の
積
極

活
用
を
促
し
て
い
く
の
で
あ

る
。

（
３
）
外
国
人
の
積
極
活
用

　

次
に
外
国
人
の
積
極
的
活

用
で
あ
る
。
日
本
で
は
生
産

年
齢
人
口
が
減
少
す
る
も
の

の
、
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ

ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
は
、

大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

人
材
を
日
本
企
業
の
た
め
に

ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
か
と

い
う
こ
と
が
、
も
っ
と
研
究

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

現
在
も
、
日
本
企
業
は
海

外
に
生
産
拠
点
を
移
す
な
ど

の
や
り
方
で
、
外
国
人
の
活

用
を
行
っ
て
い
る
。
企
業
活

動
に
国
境
は
な
い
の
で
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
今
後
も
進

ん
で
い
く
だ
ろ
う
が
、
こ
こ

で
特
に
強
調
し
た
い
の
は
、

日
本
国
内
で
の
外
国
人
の
積

極
的
活
用
で
あ
る
。
日
本
国

内
で
の
業
務
に
外
国
人
を
も

っ
と
積
極
的
に
活
用
し
、
管

理
者
と
し
て
も
積
極
的
に
登

用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
企
業
の
外
国
人
の
活

用
は
、
生
産
拠
点
の
海
外
移

転
と
セ
ッ
ト
で
進
ん
で
き
た

た
め
、
安
い
賃
金
を
求
め
て

外
国
人
を
登
用
し
て
き
た
と
い
う
印
象
が
あ

る
。
し
か
し
、
日
本
国
内
で
就
業
す
る
場
合

は
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
に
従
い
、

日
本
人
と
同
じ
賃
金
体
系
で
処
遇
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

日
本
企
業
は
、
成
果
主
義
と
言
い
な
が
ら
、

コ
ア
人
材
に
つ
い
て
は
、
終
身
雇
用
の
価
値

観
の
中
で
、
長
年
の
苦
労
の
共
有
の
中
で
培

っ
た
信
用
を
ベ
ー
ス
に
経
営
幹
部
と
し
て
登

用
す
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
き
た
。
あ
る

時
期
に
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
と
い
う
だ
け

で
は
信
用
せ
ず
、
何
年
に
も
わ
た
っ
て
の
成

果
の
累
積
が
登
用
評
価
の
ベ
ー
ス
で
あ
る
。

し
か
し
、
外
国
人
は
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観

が
あ
る
こ
と
自
体
を
信
用
で
き
な
い
と
思
う
。

だ
か
ら
、
国
籍
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
ガ
ラ

ス
の
天
井
が
あ
る
（
あ
る
一
定
以
上
昇
格
し

な
い
）
と
い
う
意
識
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

日
本
人
は
、
外
国
人
が
ガ
ラ
ス
の
天
井
を
意

識
し
て
い
る
と
い
う
理
解
を
あ
ま
り
持
た
な

い
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
、
評
価
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
面
談
で
も
曖
昧
な
や
り
と
り
を
し
て
し

ま
い
、
外
国
人
か
ら
不
審
が
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
優
秀
な
人
材
を
流
出
（
転
職
）
さ
せ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
企
業
は
、
今
後
一
〇
年
間
で
少
な
く

と
も
全
社
員
数
の
一
〇
％
く
ら
い
が
外
国
人

で
占
め
ら
れ
る
と
い
う
く
ら
い
の
状
態
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
処
遇
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
使
用
言
語
に
つ
い
て

は
、
英
語
を
公
用
語
に
す
る
会
社
が
増
え
て

い
る
が
、
必
ず
し
も
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。

競
争
力
の
観
点
か
ら
は
、
業
務
上
の
深
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
に
な
る
。
だ
れ

で
も
深
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
に

は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
言
語
の
ほ
う
が
い
い
。
し

か
し
、
一
〇
％
も
外
国
人
が
い
る
こ
と
を
想

定
す
れ
ば
、
自
然
と
英
語
が
乱
れ
飛
ぶ
よ
う

に
な
る
。
だ
か
ら
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
の
得
点
が
何

点
以
上
で
な
い
と
昇
格
さ
せ
な
い
（
賃
金
が

上
昇
し
な
い
）
と
い
う
よ
う
な
枠
組
み
を
作

っ
て
無
駄
な
努
力
を
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。

３　

一
〇
年
後
の
賃
金
制
度
の
構
想

　

以
上
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
対
策
の
方
向

を
軸
に
、
賃
金
政
策
の
こ
れ
か
ら
の
方
向
性

に
言
及
し
て
き
た
が
、
賃
金
制
度
と
い
う
視

点
か
ら
、ま
と
め
直
し
た
い
（
図
表
３
参
照
）。

（
１
）
主
要
ト
レ
ン
ド

　

賃
金
制
度
の
改
訂
が
必
要
な
論
点
は
、
今

ま
で
の
問
題
意
識
を
総
括
す
る
と
以
下
の
五

つ
と
な
る
。

①
長
年
の
勤
続
で
は
な
く
、担
当
す
る
職
務
・

役
割
と
成
果
に
よ
っ
て
賃
金
を
決
め
て
い

く
方
式
と
す
る
。
職
務
・
役
割
が
下
が
れ

ば
賃
金
も
下
が
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
の

こ
と
と
し
て
認
識
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

②
賃
金
制
度
を
単
純
化
し
、
文
化
の
違
う
人

に
も
昇
格
の
意
味
を
簡
単
に
示
せ
る
よ
う

に
、
基
本
給
は
範
囲
給
で
あ
っ
て
も
レ
ン

ジ
幅
は
少
な
く
、
階
差
型
（
開
差
型
）
と

す
る
。

③
人
生
の
ス
テ
ー
ジ
（
出
産
・
子
育
て
・
介

護
な
ど
を
含
め
た
）
ご
と
の
生
活
条
件
の

変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
複
数
の
賃
金
制

度
を
用
意
し
、
乗
り
換
え
を
許
容
す
る
。

④
総
額
人
件
費
上
昇
を
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
、

職
務
・
役
割
が
下
の
方
ほ
ど
、
世
間
水
準

と
企
業
の
支
払
い
能
力
を
重
視
し
、
経
営

幹
部
は
、
企
業
業
績
と
個
人
業
績
に
連
動

し
て
メ
リ
ハ
リ
を
大
き
く
つ
け
る
。

⑤
定
年
年
齢
後
の
職
務
・
役
割
も
人
に
よ
っ

て
多
様
と
し
、
職
務
・
役
割
の
違
い
で
賃

金
の
差
を
大
き
く
す
る
。

図表３　賃金政策をどう変えていくか

①人材不足

②国内経済の停滞

③企業の海外進出
の加速

①女性の活用

②高齢者の活用

③外国人の活用

生産年齢人口の減少

2014 年 2024 年

①現時点の職務・役割と成

果で賃金決定

②賃金制度の単純化

③当面の生活条件変化に

合う複数の賃金制度

④総額人件費上昇を抑え

るようなメリハリづけ

⑤定年年齢後も役割に応

じて柔軟に処遇

＜日本企業の心配＞ ＜日本企業の戦略課題＞    ＜賃金政策の変更課題＞
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こ
う
い
う
タ
イ
プ
の
賃
金
制
度
を
、職
務
・

役
割
基
軸
の
賃
金
制
度
と
い
う
よ
う
に
私
は

呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
柔
軟
な

賃
金
管
理
が
可
能
と
な
り
、
多
様
な
有
能
な

人
材
を
企
業
に
吸
収
し
つ
つ
、
人
件
費
競
争

力
も
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
け
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
産
業
界
の
大

変
化
を
率
直
に
話
し
合
え
ば
、
労
使
の
合
意

も
得
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
多
様
な
賃
金
制
度
の
併
存
と
ニ
ー

ズ
に
合
っ
た
複
数
の
処
遇
コ
ー
ス

　

多
様
な
賃
金
制
度
の
併
存
と
乗
り
換
え
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
補
足
す
る
。
た
と
え
ば
、

課
長
相
当
の
人
材
が
子
育
て
期
に
育
児
休
暇

を
取
り
、
そ
の
後
職
場
に
復
帰
し
た
も
の
の
、

他
の
人
と
同
じ
よ
う
に
全
面
的
な
業
務
が
で

き
る
よ
う
な
状
況
で
な
い
と
し
た
場
合
、
つ

ま
り
保
育
園
の
送
り
迎
え
な
ど
、
い
く
つ
か

の
制
約
が
あ
り
、
し
ば
ら
く
は
、
子
育
て
優

先
で
仕
事
を
し
た
い
と
考
え
た
場
合
、
で
き

る
だ
け
勤
務
時
間
の
明
確
な
仕
事
に
就
く
よ

う
に
職
務
・
役
割
を
変
え
る
こ
と
が
希
望
に

な
る
だ
ろ
う
。
通
常
、
そ
う
い
う
職
務
・
役

割
は
定
常
的
業
務
に
な
り
が
ち
な
の
で
、
課

長
相
当
の
賃
金
水
準
で
は
な
く
、
一
般
職
の

下
位
等
級
の
賃
金
水
準
が
相
当
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

こ
の
場
合
は
、
職
場
に
復
帰
し
た
人
も
遠

慮
な
く
、
そ
う
し
て
ほ
し
い
と
要
望
を
だ
し
、

か
つ
会
社
側
も
遠
慮
な
く
賃
金
を
下
げ
る
よ

う
に
で
き
る
賃
金
制
度
が
必
要
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
前
提
と
し
て
職
務
・
役
割

が
違
え
ば
賃
金
の
変
更
は
当
然
だ
と
い
う
価

値
観
を
創
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
普
通
は

下
位
等
級
か
ら
、
上
位
等
級
に
向
け
て
徐
々

に
職
務
・
役
割
が
上
が
っ
て
い
き
、
そ
れ
に

つ
れ
て
賃
金
も
上
昇
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
状
況
に
応
じ
て
、
希
望
職
務
・
役

割
が
下
位
で
あ
る
な
ら
ば
、
賃
金
を
低
く
し
、

条
件
が
変
わ
っ
て
、
ま
た
バ
リ
バ
リ
と
課
長

相
当
の
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
見
合
う
賃
金
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

全
身
全
霊
で
会
社
の
業
務
に
没
頭
す
る
人

材
群
を
あ
る
一
定
割
合
確
保
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
は
企
業
の
至
上
命
題
だ
と
し
た
上
で
、

人
生
の
中
で
は
、
そ
の
よ
う
な
対
応
が
取
れ

な
い
時
期
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
変
更
さ
せ

る
職
務
・
役
割
に
連
動
し
て
、
賃
金
を
切
り

替
え
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

職
務
・
役
割
の
変
更
は
、
そ
ん
な
に
タ
イ

ミ
ン
グ
よ
く
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る

の
で
、
そ
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は
双
方
許
容
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
作
業
的
な
業

務
を
行
う
職
務
・
役
割
の
数
は
多
い
の
で
、

上
か
ら
下
へ
の
乗
り
換
え
は
ま
だ
容
易
で
は

あ
ろ
う
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

高
原
暢
恭
（
た
か
は
ら
・
の
ぶ
や
す
）

株
式
会
社
日
本
能
率
協
会
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
常
務
取
締
役
。

一
九
五
五
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
大
学

院
（
博
士
課
題
前
期
・
労
働
法
専
修
）
修

了
。
Ｈ
Ｒ
Ｍ
分
野
を
専
門
と
す
る
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
を
三
〇
年
間
勤
め
る
。
Ｈ
Ｒ
Ｍ

分
野
に
あ
っ
て
も
現
地
現
物
を
自
分
の
目

で
み
て
現
実
的
に
考
え
る
と
い
う
現
場
主

義
の
精
神
を
大
事
に
し
て
い
る
。
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
と
し
て
、
Ｈ
Ｒ
Ｍ
革
新
に
か
か

わ
っ
た
企
業
の
業
界
は
、
建
設
素
材
業
、

土
木
業
、
工
作
機
械
業
、
製
薬
業
、
食
品

業
、
電
子
機
器
業
、
広
告
代
理
業
、
リ
ー

ス
業
、
商
社
、
ソ
フ
ト
ハ
ウ
ス
等
、
広
範

囲
に
及
ん
で
い
る
。
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は
じ
め
に

　

連
合
総
研
で
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
に

「
雇
用
・
賃
金
の
中
長
期
的
な
あ
り
方
に
関

す
る
研
究
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ
、
賃
金
問

題
の
原
点
に
立
ち
返
っ
た
あ
り
方
論
議
を
開

始
し
た
。
昨
二
〇
一
四
年
九
月
に
は
論
議
経

過
の
中
間
報
告
と
し
て
『
賃
金
の
あ
り
方
に

関
す
る
論
点
整
理
―
正
社
員
と
非
正
規
雇
用

労
働
者
を
含
め
た
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の
賃
金

の
あ
り
方
を
め
ざ
し
て
―
』
を
取
り
ま
と
め
、

連
合
総
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
と
し
て
刊
行
し
て

い
る
。
中
間
報
告
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
頁
の
チ

ャ
ー
ト
図
の
と
お
り
だ
が
、
問
題
意
識
の
背

景
と
し
て
、
企
業
内
教
育
訓
練
を
軸
と
し
た

長
期
雇
用
慣
行
、
あ
る
い
は
勤
続
を
熟
練
に

読
み
替
え
る
定
昇
制
度
や
法
定
外
福
利
費
を

特
徴
と
し
た
賃
金
制
度
な
ど
に
象
徴
さ
れ
た

「
日
本
的
労
使
関
係
シ
ス
テ
ム
」（
た
だ
し
多

く
の
中
小
企
業
に
は
該
当
し
な
い
部
分
が
多

い
）
が
変
容
す
る
一
方
で
、
そ
こ
で
担
わ
れ

て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
保
障
機
能
を
代
替

補
完
す
る
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
放
置
さ

れ
て
き
た
結
果
、
非
正
規
雇
用
の
、
い
わ
ゆ

る
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
層
が
主
た
る
生
計
維
持

者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
態
が
招
来
し
て

い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
深
刻
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
低
賃

金
・
不
安
定
雇
用
の
非
正
規
労
働
者
の
比
率

が
高
ま
っ
た
こ
と
が
、「
賃
金
デ
フ
レ
」
と
称

さ
れ
る
今
日
の
長
期
停
滞
の
根
因
と
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
厚
生
労
働
省
の

『
労
働
経
済
白
書
』（
二
〇
〇
七
年
版
、
二
〇

一
四
年
版
な
ど
）
は
名
目
雇
用
者
報
酬
が
減

少
し
、
労
働
分
配
率
が
低
下
傾
向
を
示
す
に

至
っ
た
要
因
の
大
部
分
は
非
正
規
労
働
者
の

増
加
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
し
て
い
る
。

確
か
に
本
稿
の
主
題
は
賃
金
の
中
長
期
的
な

あ
り
方
の
検
討
で
あ
っ
て
、
足
下
喫
緊
の
課

題
へ
の
対
応
を
必
ず
し
も
直
接
の
目
的
と
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
賃
金
の
中
長
期
的
な

あ
り
方
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
今
日
的
課
題

克
服
の
方
向
性
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

も
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
課
題
認
識
が
中
間

報
告
の
副
題
「
正
社
員
と
非
正
規
雇
用
労
働

者
を
含
め
た
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の
賃
金
の
あ

り
方
を
め
ざ
し
て
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

あ
る
べ
き
賃
金
の
含
意

　

こ
こ
で
検
討
す
る
「
あ
る
べ
き
賃
金
」
な

い
し
は
「
賃
金
の
あ
り
方
」
と
は
、
個
別
具

体
的
な
賃
金
制
度
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
わ
る

評
価
基
準
な
ど
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な

い
。
個
々
の
賃
金
制
度
や
そ
の
基
盤
を
構
成

す
る
諸
理
念
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴

史
的
な
背
景
ま
た
は
労
使
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図

と
い
っ
た
も
の
を
析
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
お
よ
そ
検
討
の
対
象
と
な
り
う
る
賃

金
制
度
で
あ
れ
ば
、
自
ず
と
一
長
一
短
が
あ

る
で
あ
ろ
う
が
、
個
別
の
制
度
が
具
体
的
な

職
場
に
お
い
て
適
合
的
で
あ
る
か
否
か
は
、

そ
の
時
々
の
経
済
・
社
会
の
発
展
段
階
、
産

業
特
性
、
さ
ら
に
は
労
使
の
交
渉
力
の
実
態

な
ど
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
り
う
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
超
歴
史
的
か
つ
産
業
・
企

業
横
断
的
に
、
そ
し
て
ま
た
労
使
の
双
方
か

ら
一
律
に
妥
当
と
評
価
さ
れ
る
賃
金
制
度
を

想
定
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い
と
し

て
も
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
あ
る
べ
き

賃
金
」
と
は
、
少
な
く
と
も
第
一
義
的
に
は

制
度
や
体
系
に
関
わ
り
の
な
い
、
議
論
の
前

提
と
な
る
条
件
を
満
た
す
ミ
ニ
マ
ム
と
し
て

の
賃
金
水
準
な
い
し
は
所
得
総
額
を
指
す
も

の
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
あ

る
工
業
製
品
が
数
万
点
の
部
品
か
ら
構
成
さ

れ
、
輸
送
や
販
売
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
コ
ス

ト
が
発
生
す
る
と
し
て
も
、
企
業
全
体
と
し

て
、
中
間
投
入
を
控
除
し
て
利
益
を
確
保
で

き
る
売
上
高
を
達
成
す
る
た
め
に
製
品
単
価

を
設
定
す
る
と
い
う
作
業
に
似
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
も
と
よ
り
実
際
の
企
業
経
営
に

お
い
て
は
、
購
買
か
ら
販
売
に
い
た
る
全
過

程
で
の
コ
ス
ト
管
理
（
当
然
、
人
件
費
管
理

の
要
素
も
あ
る
）
が
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と

な
る
が
、「
あ
る
べ
き
賃
金
」
の
検
討
に
お
い

て
も
、
単
に
賃
金
の
総
額
に
と
ど
ま
ら
ず
、

生
計
費
や
再
生
産
費
用
と
し
て
の
側
面
、
あ

る
い
は
公
的
給
付
（
間
接
賃
金
）
を
含
め
た

所
得
水
準
の
あ
り
方
を
も
考
察
す
る
。
加
え

て
、
企
業
の
製
品
単
価
設
定
と
の
類
推
か
ら

離
れ
て
、
あ
る
べ
き
と
さ
れ
た
賃
金
ま
た
は

所
得
の
水
準
が
社
会
的
に
公
正
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
る
た
め
の
基
準
に
つ
い
て
も
若
干
の

検
証
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

あ
る
べ
き
賃
金
の
対
象

　
「
あ
る
べ
き
賃
金
」
と
は
誰
の
賃
金
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
間
報
告
に
お
い
て
は
、

『
二
一
世
紀
連
合
ビ
ジ
ョ
ン
』
が
「
す
べ
て

の
人
に
働
く
機
会
と
公
正
な
労
働
条
件
が
保

障
さ
れ
た
社
会
」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
、
性
別
は
当
然
と
し
て
雇
用
形
態
の
相
違

を
も
超
え
て
「
誰
も
が
、
一
定
水
準
の
仕
事

ス
キ
ル
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
、
社
会
的
な

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
賃
金
水
準
へ
到

達
す
る
こ
と
」
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
こ
で

は
「
す
べ
て
の
人
」「
誰
も
が
」
が
キ
ー
ワ
ー

ド
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
横
断
面
で
切

り
取
ら
れ
た
特
定
時
点
に
存
在
す
る
全
労
働

者
の
意
味
で
は
な
く
、
就
労
か
ら
の
時
系
列

的
歩
み
の
中
に
お
い
て
全
労
働
者
が
到
達
す

べ
き
水
準
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の

点
が
最
低
賃
金
と
の
根
本
的
相
違
で
あ
り
、

正
規
雇
用
で
あ
っ
て
も
新
卒
初
任
賃
金
に
は

原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

中
間
報
告
は
連
合
リ
ビ
ン
グ
ウ
ェ
ッ
ジ
を

参
照
し
な
が
ら
、
あ
る
べ
き
賃
金
の
検
討
対

象
と
し
て
「
親
一
人
・
子
一
人
」
の
世
帯
モ

あ
る
べ
き
賃
金
を
め
ぐ
る
論
点
に
つ
い
て

連
合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
主
任
研
究
員　

早
川
　
行
雄



Business Labor Trend 2015.3

特集―改めて賃金を問い直す

19

デ
ル
を
採
り
上
げ
て
い
る
。

単
身
世
帯
で
は
な
く
「
親
一

人
・
子
一
人
」
世
帯
を
対
象

に
考
え
る
の
は
次
世
代
の
再

生
産
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ

と
で
あ
る
。ま
た
二
人
親（
子

二
人
）
世
帯
を
採
ら
な
い
の

は
、
二
人
親
世
帯
で
は
住
居

や
家
具
什
器
な
ど
で
規
模
の

経
済
が
働
き
、
生
計
費
の
一

部
が
節
約
で
き
る
こ
と
と
な

る
が
、
逆
に
こ
の
世
帯
モ
デ

ル
生
計
費
を
二
分
し
た
の
で

は
、「
親
一
人
・
子
一
人
」
世

帯
の
生
計
費
を
賄
う
水
準
に

お
よ
ば
な
い
と
想
定
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

「
親
一
人
・
子
一
人
」
世
帯

の
世
帯
主
＝
主
た
る
生
計
維

持
者
を
一
定
の
仕
事
ス
キ
ル

を
有
し
た「
一
人
前
労
働
者
」

と
位
置
づ
け
、
世
帯
生
計
費

と
の
見
合
い
で
あ
る
べ
き
賃

金
水
準
を
考
察
す
る
こ
と
と

な
る
。
ま
た
、
あ
る
べ
き
賃

金
水
準
に
到
達
し
た
の
ち
の

賃
金
は
、
原
則
と
し
て
ラ
イ

フ
ス
テ
ー
ジ
ご
と
の
生
計
費

に
見
合
っ
て
漸
増
し
て
行
く

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

一
人
前
労
働
者
と
は
何
か

　

そ
れ
で
は
「
一
人
前
労
働

者
」
と
は
ど
の
よ
う
な
働
き

手
な
の
か
。
産
別
労
組
に
よ

っ
て
は
一
定
の
熟
練
度
（
一

人
で
で
き
る
、
人
に
教
え
ら

れ
る
、
ト
ラ
ブ
ル
に
対
応
で

き
る
な
ど
）
を
有
す
る
こ
と
を
一
人
前
と
想

定
し
て
い
る
が
、
社
会
的
・
産
業
横
断
的
な

基
準
が
予
め
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
研

究
委
員
会
で
は
、
論
議
を
進
め
る
た
め
の
前

提
と
し
て
表
１
の
よ
う
な「
一
人
前
労
働
者
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
想
定
し
た
。
こ
こ
で
は
あ
え

て
仕
事
ス
キ
ル
を
直
接
設
定
せ
ず
、
経
験
年

数
で
代
替
さ
せ
て
い
る
。
非
正
規
労
働
者
を

含
め
た
全
労
働
者
が
こ
の
仕
事
ス
キ
ル
に
到

達
す
る
に
は
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ

れ
で
も
が
無
償
で
ア

ク
セ
ス
で
き
る
良
好

な
公
共
教
育
訓
練
が

大
き
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
「
一
人
前
労
働
者
」

を
、
さ
し
あ
た
り
こ

の
よ
う
に
大
枠
で
定

義
し
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
産
業
に
よ
っ
て

前
提
と
さ
れ
る
ス
キ

ル
や
習
熟
度
に
到
達

す
る
期
間
に
は
大
き

な
相
違
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
研
究
委

員
会
で
は
そ
う
し
た

議
論
も
な
さ
れ
た
。

中
間
報
告
で
は
産
業

横
断
的
な
仕
事
ス
キ

ル
設
定
の
検
討
を
提

唱
し
つ
つ
も
、
当
面

は
産
業
内
で
最
も
標

準
的
と
考
え
ら
れ
る

労
働
者
を
設
定
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

最
も
標
準
的
と
い
う

の
は
い
さ
さ
か
抽
象

的
だ
が
、
あ
る
べ
き

チャート図

・「日本的」雇用システムの見直し
・「男性稼ぎ手モデル」の見直し
・非正規雇用労働者で主たる生計維持者の増加
・ワーキングプアの増加

背

景

・性別や雇用形態などの個人の属性や働き方に関わりなく、全ての労働者を対象にする。

賃
金
の
あ
り
方

誰もが、一定水準の仕事スキルに達することができ、
社会的な生活を送ることができる賃金水準へ到達すること

ⅱ．一定水準の仕事スキルに
導くのは誰か、その手段はどう
するか

ⅱ．その水準を保障する財源
をどのように確保するか

ⅲ．その水準に達した後の賃
金のあり方はどのように考え
るか

検討課題 中間報告における課題整理と解決方向性

日本では、年齢、勤続年数、
学歴などの属人的要素が中
心

一定水準の仕事スキルに
到達した労働者を産業横
断的に設定する
（一人前労働者の設定）

「親１人・子１人モデル」（共
働きなら子２人の養育が可
能）を設定し、その水準を
目安にする

・誰もが、ある程度の経験年数を経れば、仕事スキルが一定の水準に達することを保障する。

・単に生存が保障されるのではなく、社会的な生活を送ることができる水準を保障する。

ⅰ．一定水準の仕事スキル
をどのように設定するか

ⅰ．社会的な生活を送ること
ができる水準をどのように設
定するか

・仕事スキルをどのように
測るか

・仕事スキルの一定水準と
はどのレベルをさすか

世帯のあり方が多様化

・生計費水準をどのように
考えるか

銘柄 年齢 勤続年数 職種 仕事スキル 対象

一人前労働者 設定あり 経験年数で設定 設定なし 設定なし 全従業員

表１　一人前労働者のイメージ
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賃
金
と
の
関
係
で
捉
え
れ
ば
、
当
該
産
業
に

お
い
て
こ
の
賃
金
を
保
障
さ
れ
る
べ
き
は
ど

の
労
働
者
層
に
該
当
す
る
の
か
を
検
討
す
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
産
業
横
断
的
な
仕
事

ス
キ
ル
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
定
立
し
う
る
と
仮

定
す
る
よ
り
、
産
業
・
業
種
あ
る
い
は
職
種

ご
と
に
、
あ
る
べ
き
賃
金
の
対
象
労
働
者
を

抽
出
し
て
、
事
後
的
に
産
業
・
業
種
間
な
い

し
は
職
種
間
の
事
例
を
相
互
に

比
較
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

そ
の
社
会
的
な
妥
当
性
を
検
証

し
て
ゆ
く
こ
と
の
方
が
、
現
実

的
か
つ
建
設
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

あ
る
べ
き
賃
金
の
水
準　

　

あ
る
べ
き
賃
金
の
水
準
を
考

え
る
た
め
に
、
再
び
連
合
リ
ビ

ン
グ
ウ
ェ
イ
ジ
に
立
ち
戻
る
。

中
間
報
告
で
提
起
を
し
て
い
る

あ
る
べ
き
賃
金
水
準
は
、
単
に

生
存
が
保
障
さ
れ
る
だ
け
で
は

な
く
、
社
会
的
な
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
る
水
準
で
あ
る
。

社
会
的
な
生
活
と
は
憲
法
二
五

条
に
謳
わ
れ
た
健
康
で
文
化
的

な
最
低
水
準
の
生
活
で
あ
り
、

当
然
に
も
次
世
代
の
労
働
力
の

再
生
産
を
可
能
と
す
る
よ
う
な

生
活
で
あ
る
。

　

連
合
が
こ
う
し
た
観
点
か
ら

独
自
に
算
出
し
た
の
が
リ
ビ
ン

グ
ウ
ェ
イ
ジ
で
あ
り
、［
食
料

費
］［
住
居
費
］［
光
熱
・
水
道

費
］［
家
具
・
家
事
用
品
］［
被
服
・

履
き
物
費
］［
保
健
・
医
療
費
］

［
交
通
・
通
信
費
］［
教
育
費
］

［
教
養
・
娯
楽
費
］［
そ
の
他
］

［
保
険
料
］［
税
・
社
会
保
険
料
］

の
一
二
の
費
目
ご
と
に
試
算
を

行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
表

２
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
注
意

す
べ
き
は
表
２
に
記
載
し
て
い
る
金
額
は
必

要
生
計
費
で
あ
り
、
必
要
と
さ
れ
る
可
処
分

所
得
の
額
で
あ
る
。
連
合
の
推
計
に
よ
れ
ば

「
親
一
人
・
子
一
人
」
世
帯
（
表
２
太
線
囲

み
）
の
税
・
社
会
保
険
料
込
み
の
年
収
は
三

〇
七
万
円
余
と
な
る
（
自
動
車
非
保
有
の
場

合
は
二
五
〇
万
円
余
）。
ま
た
連
合
リ
ビ
ン

グ
ウ
ェ
イ
ジ
は
生
活
保
護
な
ど
の
特
別
な
公

的
扶
助
は
受
け
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
、
小

中
学
生
対
象
の
児
童
手
当
も
除
外
さ
れ
て
い

る
。
一
方
で
公
立
高
校
の
授
業
料
無
償
化
の

よ
う
な
現
物
給
付
は
（
支
出
な
し
と
し
て
）

生
計
費
の
推
計
に
反
映
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
新
た
に
生
じ
る
論
点
は
、
給
与
所

得
（
直
接
賃
金
）
お
よ
び
公
的
給
付
（
間
接

賃
金
［
給
付
付
き
税
額
控
除
な
ど
税
制
上
の

支
援
措
置
を
含
む
］）
を
あ
る
べ
き
賃
金
と

の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い

う
こ
と
だ
。
あ
る
べ
き
賃
金
の
水
準
を
公
的

給
付
を
含
め
て
設
定
す
る
場
合
、
一
部
の
対

象
労
働
者
に
と
っ
て
は
現
行
賃
金
（
給
与
所

得
）
の
水
準
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
も
想
定

さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、

現
金
給
付
、
現
物
給
付
に
よ
る
公
的
な
補
償

を
含
む
総
所
得
が
減
額
と
な
る
こ
と
は
容
認

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

あ
る
べ
き
賃
金
に
対
応
し
た	

あ
る
べ
き
労
働
時
間

　
「
雇
用
・
賃
金
の
中
長
期
的
な
あ
り
方
に

関
す
る
研
究
委
員
会
」
は
そ
の
名
称
が
示
す

と
お
り
、
あ
る
べ
き
賃
金
と
併
せ
て
雇
用
の

あ
り
方
、
す
な
わ
ち
あ
る
べ
き
働
き
方
に
つ

い
て
も
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。
中
間
報

告
で
は
主
と
し
て
賃
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て

と
り
ま
と
め
、
働
き
方
に
つ
い
て
は
検
討
課

題
と
し
て
「
社
会
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
労
働
時
間
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
」
と
の
提
起
を
行
っ
て
い
る
。
研

究
委
員
会
と
し
て
は
あ
る
べ
き
働
き
方
の
検

討
は
今
後
の
論
議
に
俟
た
れ
る
こ
と
と
な
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
紹
介
す

る
。

　

あ
る
べ
き
賃
金
が
次
世
代
の
再
生
産
を
も

考
慮
し
た
世
帯
生
計
費
と
し
て
設
定
さ
れ
て

い
る
の
と
同
様
に
、
あ
る
べ
き
働
き
方
、
具

体
的
に
は
労
働
時
間
の
長
さ
や
配
分
に
つ
い

て
も
育
児
や
教
育
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
介
護

も
含
め
た
再
生
産
の
た
め
の
生
活
時
間
確
保

が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
労
働
時
間
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
研
究
委
員
会
の
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
で
あ
る
上
智
大
学
の
三
浦
ま
り
教
授

は
男
性
の
働
き
方
革
命
が
必
要
で
あ
り
、
長

時
間
労
働
を
解
消
し
、
家
族
的
責
任
や
地
域

社
会
へ
の
貢
献
と
両
立
し
う
る
労
働
時
間
と

生
活
時
間
の
配
分
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
い

る
。
同
じ
く
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
法
政
大
学
大

原
社
会
問
題
研
究
所
の
藤
原
千
沙
准
教
授
は

確
保
さ
れ
る
べ
き
生
活
時
間
と
し
て
①
日
々

の
再
生
産
：
家
事
労
働
お
よ
び
休
息
時
間
の

確
保
、
②
次
世
代
の
再
生
産
：
子
育
て
（
出

産
・
養
育
、
日
常
の
ケ
ア
）
時
間
の
確
保
、

③
前
世
代
の
再
生
産
：
家
族
ケ
ア
（
専
門
介

護
で
は
な
く
見
守
り
ケ
ア
）
時
間
の
確
保
の

三
要
素
を
あ
げ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
生
活

の
基
礎
単
位
で
あ
る
一
暦
日
に
お
け
る
労
働

時
間
の
上
限
設
定
が
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
で

予
定
さ
れ
た
あ
る
べ
き
働
き
方（
労
働
時
間
）

を
も
っ
て
、
再
生
産
費
用
を
含
む
あ
る
べ
き

賃
金
を
稼
得
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。

賃
金
の
公
正
さ
を
担
保
す
る
理
念

―
―
賃
金
の
諸
側
面
か
ら
の
考
察

　

本
稿
の
最
後
に
、「
あ
る
べ
き
賃
金
」
を
一

表２　参考「連合リビングウェイジ」（2013 年調査）

世帯数 世帯構成
月間必要生計費

（自動車保有の場合）

単身世帯 成人男子（賃貸１Ｋ） １６３，５５７円

２人世帯 父＋男子小学生（賃貸１ＤＫ） ２０９，１７３円

２人世帯 夫婦（賃貸１ＤＫ） ２１７，１６５円

３人世帯 父＋女子中学生＋男子小学生（賃貸２ＤＫ） ２５８，２１６円

３人世帯 夫婦＋男子小学生（賃貸２ＤＫ） ２５４，１２３円

４人世帯 夫婦＋男子小学生＋男子小学生（賃貸３ＤＫ） ２９７，４０９円

４人世帯 夫婦＋男子高校生＋女子中学生（賃貸３ＤＫ） ３３０，５４３円

さいたま市で実施した調査を基に算出
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定
の
仕
事
ス
キ
ル
を
持
っ
た
「
一
人
前
労
働

者
」
に
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
原
則

を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ

と
の
当
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
。こ
れ
は「
一

物
一
価
」
と
い
う
市
場
経
済
の
原
則
を
賃
金

に
当
て
は
め
た
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
と

い
う
基
準
が
、
生
計
費
や
再
生
産
費
用
と
し

て
み
た
「
あ
る
べ
き
賃
金
」
の
公
正
さ
を
そ

れ
自
体
と
し
て
担
保
し
う
る
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。

　

研
究
委
員
会
の
論
議
か
ら
は
離
れ
る
が
、

筆
者
は
こ
の
問
題
の
検
討
に
は
ア
マ
ル
テ
ィ

ア
・
セ
ン
の
平
等
論
が
某
か
の
示
唆
を
与
え

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
セ
ン
は

適
切
な
所
得
分
配
に
つ
い
て
「
必
要
」
に
基

づ
く
概
念
と
「
功
績
」
に
基
づ
く
概
念
と
い

う
対
抗
す
る
二
つ
の
基
本
的
な
考
え
方
が
あ

る
と
し
た
。
必
要
と
は
生
存
か
ら
社
会
生
活

の
維
持
ま
で
を
含
む
生
計
費
で
あ
り
、
功
績

と
は
労
働
の
対
価
と
み
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

そ
の
上
で
「
必
要
」
に
基
づ
く
概
念
は
「
功

績
」
に
基
づ
く
概
念
よ
り
も
解
釈
に
統
一
性

が
あ
り
、「
不
平
等
」
と
は
何
か
と
い
っ
た
分

配
上
の
判
断
を
下
す
た
め
の
基
礎
と
し
て
高

い
優
先
順
位
を
持
つ
と
述
べ
て
い
る
［『
不

平
等
の
経
済
学
』（
一
九
七
三
）］。

　

そ
れ
で
は
「
必
要
」
に
基
づ
い
て
相
対
的

に
大
き
な
所
得
シ
ェ
ア
を
受
け
取
り
、
な
お

そ
れ
が
平
等
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
根
拠
と

し
て
の
「
必
要
度
」
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法

で
認
定
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
に
対
す
る
セ
ン

の
答
え
は
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
（capability:

通
常
「
潜
在
能
力
」
と
訳
さ
れ
る
）
の
平
等

こ
そ
「
必
要
」
が
平
等
に
充
足
し
て
い
る
か

否
か
を
判
断
す
る
最
善
の
情
報
的
基
礎
で
あ

る
と
い
う
も
の
だ［『
不
平
等
の
再
検
討
』（
一

九
九
二
）
な
ど
］。
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
は

人
が
生
活
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る

諸
機
能
（「
栄
養
の
補
給
」
と
い
っ
た
基
礎

的
な
も
の
か
ら
「
幸
福
の
追
求
」
な
ど
洗
練

さ
れ
た
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
）
を
組
み

合
せ
、
実
現
す
る
可
能
性
な
い
し
は
自
由
度

と
い
っ
た
概
念
で
あ
る
。
セ
ン
の
ケ
イ
パ
ビ

リ
テ
ィ
概
念
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ

コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
な
ど
に
由
来
す
る
と
も

言
わ
れ
る
が
、
近
代
が
大
き
な
節
目
（
連
合

運
動
方
針
で
い
う「
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
」）

を
迎
え
よ
う
と
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、「
あ
る

べ
き
賃
金
」
の
構
想
を
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
ま

で
遡
る
壮
大
な
温
故
知
新
が
あ
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
原

則
は
所
得
の
分
配
を
専
ら
「
功
績
」
に
依
存

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
セ
ン
の
立
論
は
こ

れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
も
み
な
し
う

る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
主
た
る
生
計
の
維

持
者
た
る
一
般
労
働
者
と
家
計
補
助
的
な
パ

ー
ト
労
働
者
が
同
一
価
値
労
働
に
従
事
し
て

い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
賃
金
に
格
差
が
生

じ
る
こ
と
を
是
認
す
る
の
か
。
ま
ず
実
際
の

格
差
が
「
必
要
」
に
基
づ
く
も
の
か
、
専
ら

雇
用
形
態
の
違
い
に
よ
る
不
当
な
差
別
（
労

働
契
約
法
第
二
〇
条
違
反
）
か
の
峻
別
が
先

に
立
つ
が
、こ
の
逆
説
を
解
く
鍵
は
、「
必
要
」

に
関
わ
る
所
得
の
一
定
部
分
を
給
与
所
得

（
直
接
賃
金
）
か
ら
外
出
し
し
て
、
現
物
給

付
に
重
き
を
置
い
た
公
的
給
付（
間
接
賃
金
）

に
置
き
換
え
る
こ
と
の
裡
に
見
出
さ
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
公
的
給
付
に
は
財
源
問

題
が
必
然
的
に
付
随
す
る
が
、
連
合
が
法
人

企
業
の
税
・
社
会
保
険
負
担
率
を
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の

一
割
程
度
に
ま
で
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
こ

と
を
提
言
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
勘
案
し
な

が
ら
、
公
正
で
合
理
的
な
負
担
の
あ
り
方
が

検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

［
注
］

　
　

本
稿
の
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、『
日
本
の
賃
金
―
歴
史

と
展
望
―
調
査
報
告
書
』（
二
〇
一
二
）
な
ど
連
合
総
研

に
お
け
る
先
行
研
究
や
「
雇
用
・
賃
金
の
中
長
期
的
な

あ
り
方
に
関
す
る
研
究
委
員
会
」
席
上
で
の
委
員
、
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
各
位
か
ら
の
助
言
、
コ
メ
ン
ト
か
ら
貴
重

な
多
く
の
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
と
は
い
え
、
本
稿
に

は
な
お
予
断
、
偏
見
、
誤
謬
が
潜
入
し
て
い
る
可
能
性

を
排
除
で
き
な
い
。
申
す
ま
で
も
な
く
そ
れ
ら
は
専
ら
、

こ
の
間
賃
金
問
題
に
関
す
る
真
摯
な
学
習
を
怠
っ
て
き

た
筆
者
個
人
の
責
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

早
川
行
雄
（
は
や
か
わ
・
ゆ
き
お
）

連
合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
主
任
研
究
員
、

Ｊ
Ａ
Ｍ
参
与
。
Ｊ
Ａ
Ｍ
で
は
春
闘
方
針
、

運
動
方
針
の
経
済
情
勢
を
担
当
。
連
合
総

研
『「
好
循
環
」
へ
の
反
転
を
目
指
し
て 

二
〇
一
四
～
二
〇
一
五
年
度
経
済
情
勢
報

告
』
で
は
第
Ⅱ
部
第
１
章
「
賃
金
、
雇
用

に
お
け
る
格
差
の
現
状
と
課
題
」
執
筆
。

最
近
の
主
な
論
説
と
し
て
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定

交
渉
参
加
国
労
働
組
合
の
見
解 

そ
の
背

景
に
あ
る
思
想
と
と
り
ま
く
情
勢
」（『
農

業
と
経
済
』2

0
1

2
.5

昭
和
堂
）、「
自
民

党
安
倍
政
権
に
お
け
る
経
済
政
策
（
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
）の
実
像
」（『
労
働
法
律
旬
報
』

2
0

1
3

.9
.2

5
 

旬
報
社
）、「
現
代
資
本
主

義
と
賃
金
闘
争
」（『
労
働
大
学
調
査
研
究

所
』
会
報2

0
1

3
.1

2

）「
民
主
社
会
を

破
壊
す
る
資
本
主
義
の
金
融
化
」（『
経
営

民
主
主
義
』2

0
1

4
.8

 

経
営
民
主
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
）
な
ど
。
現
在
、
社
会
運
動
ユ

ニ
オ
ニ
ズ
ム
研
究
会
、
新
時
代
に
向
け
た

中
小
企
業
問
題
研
究
会
で
活
動
中
。
二
〇

一
四
年
か
ら
労
働
審
判
員
（
東
京
都
）。
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１　

は
じ
め
に

　

春
の
賃
金
交
渉
が
活
気
を
帯
び
て
来
た
。

だ
が
、年
功
昇
給
の
継
続
は
も
う
考
え
に
く
い
。

　

ほ
と
ん
ど
の
日
本
の
賃
金
調
査
・
統
計
は
、

年
齢
併
記
の
学
歴
別
基
準
で
あ
る
。
誰
も
が

「
毎
年
昇
給
が
あ
る
こ
と
」
を
期
待
し
続
け

て
来
て
い
る
。
年
齢
給
や
硬
直
的
な
号
俸
制

の
賃
金
表
、
定
期
昇
給
、
年
功
的
運
営
の
職

能
給
が
こ
れ
を
支
え
て
き
た
。
一
方
、
一
九

九
〇
年
代
の
成
果
主
義
の
嵐
は
、
企
業
や
社

会
の
意
識
改
革
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与

え
、
仕
事
や
貢
献
度
基
軸
の
賃
金
指
向
を
強

め
て
き
た
。
し
か
し
初
期
の
目
標
管
理
と
一

体
の
成
果
主
義
賃
金
は
諸
種
の
弊
害
や
反
発

も
伴
っ
て
き
た
。
近
年
の
不
況
・
デ
フ
レ
下

の
賃
金
改
革
は
や
や
停
滞
気
味
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
必
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。

　

近
時
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開

に
つ
れ
て
、
企
業
は
国
内
外
で
の
多
国
籍
社

員
を
含
む
多
様
な
人
材
の
確
保
、
登
用
の
機

会
が
増
え
、
そ
の
賃
金
・
処
遇
制
度
の
再
構

築
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ニ

ー
ズ
へ
の
対
応
は
日
本
の
経
営
管
理
の
な
か

で
も
っ
と
も
遅
れ
て
い
る
分
野
と
言
え
る
。

　

日
本
の
人
（
ひ
と
）
基
準
、
複
雑
な
基
本

給
・
諸
手
当
や
年
功
的
処
遇
制
度
を
、
と
く

に
外
国
人
社
員
に
理
解
さ
せ
る
の
は
容
易
で

は
な
い
。
業
績
反
映
度
の
低
い
昇
給
、
遅
す

ぎ
る
幹
部
へ
の
登
用
、
長
時
間
労
働
等
が
外

国
籍
人
材
に
ど
う
映
る
か
。
国
内
外
で
競
合

す
る
欧
米
や
現
地
企
業
に
比
べ
て
の
魅
力
度

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か（
2
）。
欧
米
の
「
ラ
イ

ン
管
理
」
の
下
で
は
、
上
司
自
ら
部
下
の
個

別
賃
金
を
決
め
説
明
す
る
立
場
に
あ
る
の
で

制
度
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。

内
向
き
で
は
限
界

―
―
米
国
グ
ロ
ー
バ
ル
流
賃
金
制
度
と
比
較
し
て

　

戦
後
日
本
の
賃
金
・
処
遇
制
度
は
、
主
に

米
国
の
制
度
を
参
考
に
し
て
わ
が
国
の
雇
用

慣
行
や
環
境
条
件
に
合
わ
せ
そ
れ
な
り
に
機

能
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
内
向

き
で
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
な
対
処
で
は
、
変
転

極
ま
り
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
環
境
に
適
合

し
難
い
。
日
本
で
は
文
化
や
雇
用
環
境
の
違

い
を
強
調
し
変
革
・
急
変
を
好
ま
な
い
傾
向

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
職
能
給
、
日
本
的
年

俸
制
、
洗
い
替
え
昇
給
な
ど
の
特
異
性
志
向
、

と
く
に
日
本
的
に
修
正
さ
れ
た
職
務
給
で
は

本
来
の
機
能
は
生
か
さ
れ
ず
、
基
本
給
の
構

築
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
独
自
性
を
求
め
る

ほ
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
思
考
や
手
法
か
ら
隔

た
っ
た
も
の
に
な
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
賃
金
の
モ
デ
ル
は
や
は
り
米

国
で
あ
る
。
常
に
先
駆
的
手
法
を
編
み
出
し

発
信
す
る
情
報
量
も
多
い
。
長
年
の
経
験
を

も
と
に
シ
ン
プ
ル
で
分
か
り
易
く
、
多
様
な

価
値
観
の
世
界
で
も
普
遍
性
が
あ
る
。
新
興

国
の
中
国
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

ま
た
Ｅ
Ｕ
の
先
進
諸
国
で
も
米
国
報
酬
協
会

（
3
）
の
セ
ミ
ナ
ー
が
毎
年
開
か
れ
、
改
革
の

ス
ピ
ー
ド
は
日
本
を
凌
い
で
い
る
。

年
功
・
定
昇
制
か
ら
の
脱
却
モ
デ
ル

　

日
本
の
賃
金
は
、「
学
歴
別
の
右
肩
上
が
り

の
カ
ー
ブ
」
で
示
さ
れ
る
。
対
し
て
、
米
国

の
職
務
ベ
ー
ス
の
賃
金
カ
ー
ブ
は
、
職
層
群

に
分
け
ら
れ
、
各
層
間
の
格
差
は
大
き
く
、

上
層
ほ
ど
カ
ー
ブ
の
傾
斜
が
立
っ
て
い
る
。

上
ほ
ど
広
い
レ
ン
ジ
幅
、
高
い
昇
給
率
（
日

本
の
管
理
職
は
逆
で
低
い
）、
昇
挌
で
の
格

差
な
ど
の
構
築
に
よ
る
。
社
員
の
昇
給
は

個
々
の
職
務
等
級
で
の
習
熟
に
応
じ
て
、
そ

の
仕
事
で
標
準
レ
ベ
ル
に
な
る
と
そ
の
後
の

昇
給
カ
ー
ブ
は
水
平
に
推
移
す
る
。
そ
の
後

は
能
力
と
業
績
に
応
じ
て
リ
タ
イ
ヤ
ま
で
に

昇
格
で
数
等
級
の
カ
ー
ブ
で
終
え
る
人
、
あ

る
い
は
数
多
く
の
カ
ー
ブ
を
描
く
か
は
自
ら

の
努
力
次
第
で
あ
る
。

職
務
ベ
ー
ス
給
は
立
ち
上
が
り
の
早
い

ラ
ー
ニ
ン
グ
カ
ー
ブ

　

一
般
に
、
新
た
な
職
務
で
の
知
識
・
能
力

や
ス
キ
ル
の
習
熟
度
は
、
当
初
は
著
し
く
時

間
の
経
過
と
と
も
に
緩
や
か
に
な
る
（
図
１

の
ラ
ー
ニ
ン
グ
カ
ー
ブ
）。
昇
給
は
こ
れ
に

ほ
ぼ
対
応
さ
せ
、
は
じ
め
の
昇
給
率
は
高
い

が
、
世
間
の
標
準
レ
ベ
ル
（
該
当
の
職
務
等

級
レ
ン
ジ
の
中
央
値
）
に
近
づ
く
と
昇
給
率

は
緩
や
か
に
逓
減
し
て
い
き
、
一
人
前
に
な

る
と
昇
給
は
な
く
な
り
、
そ
の
後
は
、
ゼ
ネ

ラ
ル
・
イ
ン
ク
リ
ー
ズ
（
日
本
の
ベ
ア
に
相

当
）
だ
け
に
な
る
。
流
動
性
の
高
い
社
会
で

は
、
伸
び
に
即
し
た
立
ち
上
が
り
の
早
い
昇

給
が
人
材
確
保
に
欠
か
せ
な
い
。
米
国
の
賃

金
の
基
本
的
原
則
は
「
社
内
的
公
正
性
と
外

的
競
争
性
」
で
、「
企
業
は
、
同
一
労
働
者
の

世
間
水
準
を
支
払
う
こ
と
が
フ
ェ
ア
ー
な
賃

金
＝
市
場
賃
金
率
、
す
な
わ
ち
ジ
ョ
ブ
レ
ー

ト
を
支
払
っ
た
こ
と
に
な
る
と
企
業
は
考
え
、

従
業
員
も
公
正
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
認
識
す

る
」。
こ
れ
が
職
務
ベ
ー
ス
賃
金
・
昇
給
の

コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
。
職
務
等
級
別
の
賃
金

レ
ン
ジ
の
中
央
値
（
タ
ー
ゲ
ッ
ト
賃
金
）
よ

り
上
の
付
加
ゾ
ー
ン
（
図
１
）
は
、
標
準
者

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
賃
金
処
遇
制
度
の
改
革
へ
向
け
て

　

―
―
日
米
比
較
で
見
え
て
く
る
賃
金
改
革
へ
の
必
要
性
と
方
向
性（
１
）

フ
ォ
ー
ラ
ム
Ｈ
Ｒ
賃
金
・
労
務
研
究
所
代
表　

肥
後
　
文
雄

図１　ラーニングカーブと賃金レンジ

ベテラン・
高業績者ゾーン

エントリー・習熟ゾーン

上限値

中央値

下限値

標準的な
熟練者の水準

スタンダード
ラーニングカーブ

時間
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を
上
回
る
ス
キ
ル
や
成
績
、
貢
献
度
の
高
い

評
価
に
対
す
る
も
の
で
、
ま
た
即
戦
力
の
優

れ
た
中
途
採
用
者
の
高
処
遇
に
も
対
応
で
き

る
。

脱
年
功
・
脱
定
昇
の
モ
デ
ル
を
求
め
て

―
―
定
昇
の
な
い
米
国
の
賃
金

　

米
国
の
職
務
ベ
ー
ス
賃
金
に
は
主
に
年
功

型
の
ス
テ
ッ
プ
昇
給
と
、
業
績
反
映
型
の
メ

リ
ッ
ト
昇
給
の
二
つ
の
昇
給
方
式
が
あ
る
。

　

前
者
は
「
勤
続
だ
け
で
、
誰
で
も
評
価
な

し
に
自
動
昇
給
す
る
」
制
度
で
、
米
国
で
も

セ
ニ
ヨ
リ
テ
イ
・
ペ
イ
と
呼
ば
れ
、
連
邦
や

州
の
公
務
員
（
上
級
層
を
除
く
）
と
非
営
利

企
業
な
ど
限
ら
れ
た
業
種
し
か
用
い
て
い
な

い
。
こ
の
制
度
が
今
の
日
本
の
公
務
員
の
賃

金
表
、
ま
た
民
間
の
職
能
等
級
の
賃
金
表
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
日
本
の
号
俸

制
昇
給
制
度
の
原
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
米

国
の
連
邦
公
務
員
で
は
昇
給
は
は
じ
め
の
三

年
だ
け
毎
年
、
そ
の
後
は
隔
年
、
七
年
目
か

ら
三
年
毎
、
一
八
年
で
そ
の
等
級
の
上
限
に

達
し
停
止
す
る
。
昇
給
は
毎
年
で
は
な
く
日

本
の
定
昇
と
は
違
う
が
、
全
員
自
動
的
に
昇

給
す
る
点
で
は
年
功
給
の
範
疇
に
入
ろ
う
。

　

一
方
、
民
間
企
業
の
九
割
以
上
が
用
い
て

い
る
の
が
後
者
で
、「
業
績
を
評
価
に
よ
り
反

映
さ
せ
る
昇
給
方
式
」
で
あ
る
。
号
俸
制
の

賃
金
表
は
用
い
ず
、「
オ
ー
プ
ン
レ
ン
ジ
」（
図

２
）で
、レ
ン
ジ
内
を
自
由
に
区
分
し
、
極
め

て
単
純
な
「
昇
給
ガ
イ
ド
」
と「
レ
ン
ジ
」だ

け
で
柔
軟
に
昇
給
率
を
決
め
運
用
で
き
る
。

昇
給
は
標
準
者
水
準
に
達
す
る
と（
恒
常
的

Ｂ
評
価
で
は
）
昇
給
は
な
く
な
る
。

　

残
念
な
が
ら
、
こ
の
メ
リ
ッ
ト
昇
給
方
式

（
詳
細
は
後
述
）
は
在
日
外
資
系
企
業
を
除

き
近
年
ま
で
日
本
で
は
あ
ま
り
関
心
を
持
た

れ
な
か
っ
た
が
、
め
ざ
す
改
革
の
最
良
の
モ

デ
ル
と
言
え
る
。

２　

職
務
給
へ
の
誤
解

　

職
務
給
は
、
米
国
の
ジ
ョ
ブ
ベ
ー
ス
給

（Job B
ased P

ay

） 

を
日
本
で
名
付
け
た

用
語
で
あ
る
。
日
本
で
の
導
入
当
初
、「
同
一

労
働
同
一
賃
金
の
原
則
」
が
大
き
く
影
響
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
職
務
給
は
技
能
レ
ベ

ル
や
経
験
が
違
っ
た
人
が
い
て
も
、
誰
が
や

っ
て
も
同
じ
賃
金
で
あ
る
」
と
い
う
理
解
が

広
く
定
着
し
た
。
あ
る
い
は
、「
同
じ
仕
事
を

す
る
限
り
賃
金
は
変
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
昇

給
機
能
は
な
い
」
と
い
う
認
識
に
繋
り
、『
純

粋
の
職
務
給
は
、
一
職
務
に
一
賃
金
、
シ
ン

グ
ル
レ
ー
ト
（
単
一
給
）
が
原
則
』
と
も
理

解
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
職
能
給
が
専

ら
昇
給
機
能
を
担
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
い

わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
職
務
給
・
ジ
ョ
ブ
ベ

ー
ス
給
は
、
職
務
一
辺
倒
で
な
い
。

仕
事
と
人
の
要
素
の
双
方
で
賃
金
決
定

　

ジ
ョ
ブ
ベ
ー
ス
給
で
は
、
職
務
だ
け
で
な

く
、
知
識
・
能
力
・
ス
キ
ル
の
習
熟
度
や
貢

献
度
の
す
べ
て
を
、
基
本
給
一
本
で
カ
バ
ー

す
る
（
図
３
）。

　

ま
ず
は
何
処
の
企
業
で
も
存
在
す
る
よ
う

な
対
比
し
易
い
職
務
を
も
と
に
、
①
「
職
務

基
準
の
等
級
別
レ
ン
ジ
」
を
設
け
る
。
仕
事

の
価
値
、
責
任
、
貢
献
度
の
違
い
で
序
列
・

グ
ル
ー
プ
化
し
、
世
間
の
賃
金
水
準
と
比
べ

設
定
す
る
。
次
に
、
そ
の
等
級
別
レ
ン
ジ
の

枠
内
で
、
②
「
個
々
人
別
の
基
本
給
」
を
決

定
す
る
。
属
人
要
素
の
個
人
の
能
力
や
ス
キ

ル
の
伸
び
、
そ
の
発
揮
に
よ
る
業
績
・
貢
献

度
等
を
反
映
し
た
賃
金
・
昇
給
額
を
決
め
る
。

『
仕
事
の
価
値
と
人
の
価
値
双
方
が
反
映
さ

れ
た
賃
金
決
定
シ
ス
テ
ム
』
で
、「
範
囲
給
を

用
い
る
」
こ
と
が
鍵
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、

職
能
給
と
の
併
用
は
不
要
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
業
績
加
給
な
ど
と
の
併
給
も
範

囲
給
で
不
要
と
な
る
（
図
４
）。
た
と
え
ば
、

よ
く
み
か
け
る
課
長
職
の
単
一
職
務
給
（
四

〇
万
円
）
と
職
能
給
の
習
熟
・
査
定
昇
給
、

さ
ら
に
業
績
加
給
な
ど
も
一
本
に
ま
と
め
ら

れ
る
。
即
ち
、「
単
一
職
務
給
の
四
〇
万
円
は

範
囲
職
務
給
の
下
限
の
保
証
額
」
に
当
た
り
、

職
能
給
と
業
績
加
給
な
ど
の
部
分
（
二
〇
万

円
枠
）
は
範
囲
職
務
給
の
上
限
・
下
限
の
枠

に
当
た
る
。
範
囲
職
務
給
に
切
り
替
え
る
こ

と
で
す
べ
て
の
要
素
（
基
本
給
項
目
）
を
カ

バ
ー
で
き
、
昇
給
管
理
の
効
率
も
上
が
る
。

　

日
本
で
は
単
一
職
務
給
を
管
理
職
に
多
用

し
て
い
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
で
は
、
シ

ン
グ
ル
レ
ー
ト
（
定
額
）
は
昇
給
の
な
い
ブ

ル
ー
カ
ラ
ー
と
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
あ
る
セ
ー

ル
ス
職
に
ほ
ぼ
限
定
し
て
使
わ
れ
る
。

　

ま
た
、『
基
本
給
は
、
個
々
人
の
継
続
的
に

図２　２つの昇給方式　（米国）　

ステップ昇給

号俸制レンジ

全員上限まで
決まった率・額

で昇給

BB

A

恒常的にAやB評価の昇給カーブ

プロフェショナル、
マネジャー

２ゾーン ３ゾーン ４ゾーン

A
B

オープン
レンジ

S

メリット 昇給 ・

クラーク、テクニシャン、
オペレーター

図３　ジョブベースの範囲給は職能給の機能も併せ持つ

図４　範囲給を取るとシンプルになる

レンジの幅は

人ベース

中央値
標準者の知識・

技能レベル

上限

下限
レンジの中央値は世間水準に合わせる

等級別レンジは

職務・職責で序列化

単一職務給と加給、
職能給との併給

範囲
職務給

課長職
単一職務給

40万

業績加給
・

職能・習熟昇給

下限40万

上限60万

最低保障額＝

上限
20万
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向
上
す
る
現
在
価
値
に
見
合
う
報
酬
』
と
い

う
考
え
か
ら
み
て
も
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
へ
の

定
額
は
、
日
本
以
外
で
は
不
可
解
な
適
用
と

映
ろ
う
。

　

米
国
で
は
仕
事
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力
や

ス
キ
ル
は
、
職
務
経
験
と
と
も
に
そ
の
職
務

の
資
格
要
件
と
し
て
職
務
記
述
書
の
必
須
項

目
で
評
価
項
目
に
な
る
。
昇
格
で
も
潜
在
能

力
は
実
績
と
併
せ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

四
〇
代
で
社
長
、
リ
ー
ダ
ー
を
生
む
社
会
で

は
、
早
く
か
ら
評
価
制
度
が
充
実
し
、
キ
ャ

リ
ア
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
、
後
継
者
・
幹
部

の
早
期
選
抜
・
育
成
等
が
盛
ん
で
、
現
在
は
、

「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と

い
う
形
で
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。
能
力
主
義

を
標
榜
す
る
日
本
よ
り
、
現
実
の
仕
事
を
ベ

ー
ス
に
具
体
的
か
つ
実
践
的
で
あ
る
。

簡
素
化
さ
れ
て
き
た
職
務
評
価

　

さ
ら
に
近
時
、
米
国
で
は
賃
金
決
定
に
伝

統
的
な
職
務
分
析
を
経
ず
に
、
市
場
の
賃
率

を
そ
の
ま
ま
用
い
る
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
ラ
イ

シ
ン
グ
法
」
が
八
〇
％
を
占
め
て
来
た
。
数

年
前
ま
で
職
務
分
析
の
主
流
で
あ
っ
た
「
得

点
要
素
法
Ｐ
・
Ｆ
法
」
は
年
々
減
少
し
て
二

〇
％
を
切
り
、「
要
素
比
較
法
」
も
二
％
と
激

減
し
た
。
職
務
給
導
入
で
必
須
と
さ
れ
た
職

務
分
析
の
省
略
で
膨
大
な
手
間
と
費
用
が
か

か
っ
た
障
壁
が
取
り
除
か
れ
て
き
た
と
言
え

る
。

３	　

成
果
主
義
賃
金
と	

ペ
イ
・
フ
ォ
ー
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

　

日
本
の
初
期
の
成
果
主
義
は
、
目
標
管
理

に
よ
る
数
値
偏
重
、
結
果
重
視
な
ど
で
品
質

や
顧
客
サ
ー
ビ
ス
を
犠
牲
に
し
、
リ
ス
ク
回

避
や
短
期
業
績
指
向
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
阻

害
な
ど
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
低
下
を
も
た
ら

し
た
。
い
ま
は
プ
ロ
セ
ス
重
視
な
ど
の
修
正

期
に
あ
る
。

　

一
方
、
実
力
主
義
社
会
、
米
国
の
賃
金
処

遇
指
針
の
「
ペ
イ
・
フ
ォ
ー
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
（P

ay for P
erform

ance

）」
は
、
日
本

の
成
果
主
義
賃
金
の
モ
デ
ル
と
目
さ
れ
て
い

る
が
、
結
果
主
義
で
は
な
い
。“
ペ
イ
・
フ
ォ

ー
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
”は
、何
を
達
成
し
た

か
（W

hat

）、
い
か
に
効
果
的
に
遂
行
し
た

か
（H

ow

）
を
重
視
し
、
ス
キ
ル
・
能
力
の

発
揮
度
や
行
動
・
環
境
条
件
な
ど
を
評
価
す

る
。
結
果
だ
け
で
は
真
の
有
用
性
も
み
え
ず

改
善
へ
の
資
料
も
出
て
こ
な
い
。「
企
業
の

期
待
す
る
望
ま
し
い
行
動
と
ゴ
ー
ル
達
成
状

況
の
双
方
を
業
績
と
し
て
捉
え
、
組
織
へ
の

貢
献
度
に
対
応
し
た
報
酬
を
決
め
る
」
と
い

う
趣
旨
で
あ
る
。

　

米
国
や
英
国
で
は
、
目
標
管
理
は
煩
雑
な

手
続
き
、
訓
練
の
必
要
性
、
形
式
主
義
で
年

中
行
事
に
陥
る
等
の
理
由
か
ら
提
唱
後
一
〇

年
ほ
ど
で
限
ら
れ
た
層
以
外
に
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
。
現
在
は
ゴ
ー
ル
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ

理
論
と
い
う
単
純
な
形
を
用
い
て
い
る
。

日
米
に
お
け
る
基
本
給
の
違
い

　

ま
た
、
日
本
で
は
、「
成
果
主
義
賃
金
は
、

個
々
人
の
業
績
に
リ
ン
ク
し
て
賃
金
が
決
ま

る
。
従
っ
て
、
年
々
の
評
価
に
よ
り
”
基
本

給
が
毎
年
上
下
に
変
動
す
る
”。
減
給
、
降

格
は
当
然
」
と
い
う
風
潮
に
あ
り
、
年
俸
制

や
、
一
般
職
で
の
「
洗
い
替
え
昇
給
方
式
」

が
成
果
主
義
賃
金
の
特
徴
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
米
国
で
は
「
昇
給
は
、
パ
ー
マ
ネ

ン
ト
な
も
の
で
、
そ
の
価
値
は
累
積
さ
れ
、

降
格
で
な
い
限
り
在
籍
す
る
間
、
減
額
す
る

こ
と
は
な
い
」「
基
本
給
は
固
定
的
、
安
定
し

た
も
の
と
し
て
考
え
、
常
態
で
の
賃
金
カ
ッ

ト
は
し
な
い
」「
短
期
の
業
績
は
変
動
給
に
よ

り
行
う
」
な
ど
の
記
述
が
多
い（
4
）。

　

賃
金
が
大
き
く
変
動
す
る
の
は
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
変
動
給
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も

必
ず
基
本
給
区
分
が
あ
り
、
基
本
給
と
賞
与

を
一
本
化
し
た
年
俸
は
な
い
。
基
本
給
の
変

動
を
当
然
視
す
る
日
本
の
年
俸
制
や
洗
い
替

え
等
は
、“
リ
ス
ク
含
み
の
賃
金
（at-R

isk-
P

ay

）”
に
当
た
り
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

損
な
う
制
度
と
み
な
さ
れ
る
。
賃
金
を
ペ
ナ

ル
テ
イ
と
し
て
使
わ
な
い
。
流
動
性
の
高
い

ア
ジ
ア
を
含
む
グ
ロ
ー
バ
ル
の
世
界
で
は
、

基
本
給
が
減
給
に
な
る
の
は
、「
当
人
は
不
要
、

解
雇
の
示
唆
」
で
あ
り
、
早
々
に
辞
め
ら
れ

て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。

４	　

	

メ
リ
ッ
ト
（
業
績
）
昇
給
制
度

が
改
革
の
切
り
札
に

　

メ
リ
ッ
ト
昇
給
は
、
年
功
と
定
昇
の
な
い

仕
事
ベ
ー
ス
、
業
績
反
映
型
、
シ
ン
プ
ル
で

柔
軟
性
も
あ
り
懸
案
の
改
革
目
的
を
す
べ
て

達
成
で
き
る
ス
マ
ー
ト
な
昇
給
方
式
で
あ
る
。

　

メ
リ
ッ
ト
昇
給
は
、「
業
績
の
レ
ベ
ル
に
対

応
し
た
基
本
給
に
対
す
る
永
久
的
な
増
額
、

累
積
昇
給
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
各
人
の

過
去
の
貢
献
に
報
い
、
将
来
に
向
か
っ
て
さ

ら
に
最
善
の
業
績
を
持
続
す
る
よ
う
に
動
機

づ
け
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

日
本
で
も
キ
ヤ
ノ
ン
を
は
じ
め
と
し
た
グ

ロ
ー
バ
ル
先
進
企
業
、
ま
た
電
機
産
業
な
ど

で
、
業
種
を
問
わ
ず
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ

る
。
し
か
し
原
型
は
煩
雑
な
賃
金
表
を
使
わ

な
い
シ
ス
テ
ム
な
の
に
、
相
変
わ
ら
ず
号
俸

制
賃
金
表
を
用
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
折
角

の
簡
便
性
が
損
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
メ

リ
ッ
ト
昇
給
は
、「
等
級
内
で
昇
・
降
給
す
る
」

と
理
解
さ
れ
て
い
る
事
が
あ
る
が
、
プ
ラ
ス

志
向
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
論
（
強
化
理
論
、

期
待
理
論
、
衡
平
の
理
論（
5
））
に
立
脚
し

て
お
り
減
給
な
ど
は
そ
ぐ
わ
な
い
。

賃
金
レ
ン
ジ
（
幅
）
と
簡
潔
な
ガ
イ
ド
の
み

で
昇
給
管
理
を

　

各
等
級
の
レ
ン
ジ
を
習
熟
段
階
（
エ
ン
ト

リ
ー
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
ま
で
）
に
応
じ
て
二
～

五
つ
の
ゾ
ー
ン
に
区
分
す
る
。
初
任
時
段
階

か
ら
立
ち
上
が
り
の
早
い
ラ
ー
ニ
ン
グ
カ
ー

ブ
に
符
合
す
る
昇
給
率
を
と
る
。
各
ゾ
ー
ン

の
位
置
付
け
は
個
々
人
の
業
績
評
価
と
関
連

し
、
図
５
（
四
ゾ
ー
ン
区
分
の
例
）
の
レ
ン

ジ
内
の
カ
ー
ブ
に
沿
い
昇
給
し
て
い
く
。

業
績
評
価
に
対
応
し
た
昇
給
率

　

レ
ン
ジ
最
上
の
Ⅳ
ゾ
ー
ン
に
は
ベ
テ
ラ
ン

ま
た
常
に
成
績
が
抜
群
（
Ｓ
評
価
）
者
の
み

が
到
達
で
き
る
。
恒
常
的
に
期
待
を
上
回
る

（
Ａ
評
価
）
者
は
レ
ン
ジ
の
七
五
％
水
準
に

到
達
で
き
る
。
標
準
的
・
期
待
に
沿
う
成
績

（
Ｂ
評
価
）
者
は
レ
ン
ジ
の
中
央
値
（
五
〇

％
水
準
）
ま
で
。
一
人
前
の
賃
金
水
準
に
な

っ
た
ら
、「
標
準
以
上
の
成
績
の
場
合
の
み
昇

給
が
あ
る
」。
新
任
の
期
間
は
と
も
か
く
、

期
待
に
沿
わ
な
い
者
（
Ｃ
、
Ｄ
評
価
）
は
、

昇
給
は
早
い
段
階
か
ら
な
く
な
り
、
レ
ン
ジ

S

A

B

C
D

常態として成績跋群

期待を上回る

期待にそう

期待にそわない

100％

75％

50％

25％

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

等級レンジ上限

等級レンジ下限 時間

図５　レンジの位置付けと昇給カーブ

出典： 東京経営者協会研究レポート「グローバル化
に対応した賃金処遇制度の改革」2015, 14p
の一部を筆者が修正加筆。
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の
二
五
％
レ
ベ
ル
に
達
す
る
の
も
難
し
い
。

こ
う
し
た
考
え
方
に
沿
っ
た
基
準
で
の
一
般

的
な
昇
給
ガ
イ
ド
表
の
例
を
示
す
（
図
６
）。

　

す
な
わ
ち
、
は
じ
め
の
昇
給
率
は
高
く
、

世
間
標
準
に
早
く
近
づ
け
る
。
そ
こ
に
到
達

す
れ
ば
、
そ
の
時
点
か
ら
昇
給
は
僅
か
か
な

く
な
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
Ⅱ
ゾ
ー
ン
上

限
で
留
ま
っ
て
い
て
も
、良
い
成
績（
Ｓ
・
Ａ
）

を
取
っ
た
ら
常
に
昇
給
す
る
機
会
が
あ
る
。

昇
給
後
の
仕
上
が
り
水
準
で
管
理

　

い
く
ら
昇
給
す
る
か
よ
り
、「
昇
給
後
の
基

本
給
の
絶
対
額
水
準
が
企
業
か
ら
み
る
当
人

の
価
値
、
貢
献
度
」
を
示
す
。
高
い
賃
金
レ

ン
ジ
の
と
こ
ろ
に
達
し
た
人
は
、
昇
給
率
が

抑
え
ら
れ
る
が
、
基
本
給
の
絶
対
額
で
み
れ

ば
そ
の
仕
事
・
等
級
で
成
績
の
良
い
人
だ
け

が
得
ら
れ
る
、
世
間
の
水
準
か
ら
み
て
も
高

く
処
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
適

用
の
利
点
は
、
同
じ
評
価
で
も
基
本
給
の
低

い
者
の
昇
給
率
が
高
い
仕
組
み
で
、
高
い
者

に
追
い
つ
き
易
く
、
調
整
の
ス
ピ
ー
ド
が
早

い
。

　

同
じ
評
価
の
者
同
士
の
賃
金
は
次
第
に
収

斂
し
て
い
く
。
中
途
入
社
者
や
合
併
な
ど
異

な
る
経
緯
で
生
じ
た
差
異
の
あ
る
基
本
給
の

調
整
が
容
易
。
ま
た
年
功
制
か
ら
の
賃
金
改

訂
時
の
賃
金
調
整
に
極
め
て
柔
軟
に
対
処
で

き
る
。

レ
ン
ジ
の
上
限
超
は
一
時
金
で
処
遇

　

レ
ン
ジ
上
限
に
近
い
、
あ
る
い
は
上
限
を

オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
場
合
に
、
業
績
が
良
い

人
に
は
メ
リ
ッ
ト
昇
給
の
代
わ
り
に
一
時
金

で
該
当
成
績
昇
給
率
の
た
と
え
ば
全
額
あ
る

い
は
五
〇
％
見
合
い
の
額
を
年
に
一
括
し
て

支
払
う
方
式
が
増
え
つ
つ
あ
る
。 

日
本
で

言
う
張
り
出
し
昇
給
に
似
て
い
る
が
、
逆
に

有
能
な
人
材
の
確
保
と
基
本
給
の
イ
ン
フ
レ

化
を
避
け
る
意
図
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
社
長
一
人
で
取
り
仕
切
れ
る
ほ

ど
シ
ン
プ
ル
で
、
海
外
で
の
管
理
で
も
人
事

担
当
が
駐
在
し
な
く
て
も
問
題
な
い
。
そ
の

点
で
、
中
小
規
模
の
企
業
に
適
し
た
制
度
と

も
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
す
べ
て
の
社
員
に
生
産
性
の
あ
が

る
仕
事
ぶ
り
が
期
待
で
き
、
貢
献
度
見
合
い

の
賃
金
を
支
給
す
る
環
境
下
で
は
、
高
年
齢

者
が
即
、高
コ
ス
ト
で
は
な
い
。働
く
内
容
に

対
応
す
る
公
正
な
賃
金
を
払
い
年
齢
差
別
の

問
題
も
生
じ
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
対
応
可
能
な

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

メ
リ
ッ
ト
昇
給
導
入
の
前
提
要
件

　

た
だ
し
、
メ
リ
ッ
ト
昇
給
制
度
の
導
入
に

は
、
①
個
々
人
の
貢
献
度
を
測
り
う
る
こ
と
、

か
つ
測
る
こ
と
。
個
々
人
の
業
績
が
測
り
え

な
い
よ
う
な
職
務
に
対
し
て
は
、
個
別
賃
金

に
差
を
付
け
る
べ
き
で
な
い
。
②
仕
事
の
遂

行
、
業
績
に
係
わ
る
こ
と
に
「
自
分
で
何
ら

か
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
関
与
す
る
余
地
が
あ

る
こ
と
。
個
人
の
関
与
外
の
理
由
で
評
価
す

る
の
も
公
平
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
③
上

司
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
、
報
酬
決
定
の
能
力
や

知
識
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。

管
理
者
の
効
果
的
な
訓
練
が
欠
か
せ
な
い
。

④
制
度
と
運
営
に
つ
い
て
従
業
員
に
事
前
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
須
で
、
上
司
や

会
社
に
対
す
る
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
―
―

が
重
要
で
あ
り
、
前
提
条
件
と
な
る
。

５	　

金
銭
だ
け
が
報
酬
で
は
な
い

　

人
は
お
金
だ
け
が
目
的
で
働
く
訳
で
は
な

い
。
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
で
は
、

総
報
酬
（T

ota1 R
ew

ards

）
と
い
う
考
え

方
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
従
業
員
の
貢
献
に

対
す
る
報
酬
と
し
て
の
金
銭
的
給
付
と
非
金

銭
的
給
付
を
言
い
、
主
に
①
賃
金
、
賞
与
等

の
現
金
給
付
、
②
福
利
施
策
：
医
療
、
従
業

員
と
家
族
を
含
む
生
活
保
障
、
年
金
・
退
職

後
医
療
、
諸
休
暇
、
③
良
い
労
働
環
境
、
ワ

ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
：
フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
、
職
場
内
の
良
好
な
雰
囲
気
や
人
間

関
係
、
介
護
・
育
児
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
、

④
業
績
や
特
別
の
認
知
・
表
彰
：
勤
続
・
提

案
・
表
彰
と
会
食
、
⑤
キ
ャ
リ
ア
デ
ベ
ロ
ッ

プ
メ
ン
ト
：
学
習
・
習
熟
機
会
や
ス
キ
ル
ア

ッ
プ
支
援
―
―
五
つ
の
要
素
を
あ
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
充
実
が
有
能
な
人
材
確
保
と
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
に
は
欠
か
せ
な
い
。
日

本
で
は
恩
恵
的
と
い
う
視
点
か
ら
コ
ス
ト
削

減
の
対
象
と
し
て
取
り
止
め
た
こ
と
が
多
く

含
ま
れ
る
が
、
コ
ス
ト
で
な
く
人
材
投
資
と

考
え
る
。

　

米
国
の
処
遇
制
度
の
モ
ッ
ト
ー
は
、「
有
能

な
人
材
を
惹
き
つ
け
、意
欲
を
喚
起
し
、定
着

化
を
図
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
施
策
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
無
が
企
業
と
し
て
の
魅
力

度
の
尺
度
に
な
る
傾
向
が
高
ま
っ
て
い
る
。

［
注
］

１　

本
稿
は
筆
者
が
寄
稿
し
た
東
京
経
営
者
協
会
研
究
レ

ポ
ー
ト
「『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
賃
金
処
遇
制

度
の
改
革
』
第
Ⅰ
部
米
国
の
グ
ロ
ー
バ
ル
賃
金
と
の
対

比
で
見
え
る
日
本
の
問
題
点
と
課
題
」
か
ら
抜
粋
し
、

再
構
成
し
た
。

２　
「
優
秀
な
人
材
が
応
募
し
て
く
れ
な
い
。賃
金
も
低
い
、

日
系
企
業
の
人
的
資
源
管
理
が
魅
力
的
で
な
い
」『
中
国

進
出
日
系
企
業
の
基
礎
的
研
究
』
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
資
料
シ

リ
ー
ズ
No 

121
、
52-

53
ｐ

３　

米
国
の
ワ
ー
ル
ド
ア
ッ
ト
ワ
ー
クW

orld at W
ork

。

旧
称A

m
erican C

om
pensation A

ssociation 

米
国

報
酬
協
会
一
九
五
〇
年
創
立
の
非
営
利
法
人
の
改
称
名
。

４　

B
ergar. Z

ingheim
. M

ilkovich

な
ど
。

５　

良
い
業
績
に
よ
り
大
き
な
昇
給
を
―
報
奨
に
よ
る
強

化
理
論
、
適
正
な
報
酬
・
昇
給
が
で
る
こ
と
を
あ
ら
か

じ
め
し
ら
さ
れ
て
い
る
と
期
待
し
努
力
す
る
。
業
績
均

衡
の
公
平
な
処
遇
が
や
る
気
に
つ
な
が
る
。

【
そ
の
他
の
文
献
】

肥
後
文
雄
「
定
昇
の
な
い
業
績
賃
金
メ
リ
ッ
ト
ペ
イ
」
同

友
館
、
二
〇
〇
三
年
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Z

ingheim
 P.K

. &
 S

chuster J.R
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ay P
eople R

ight!. 

1999

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

肥
後
文
雄
（
ひ
ご
・
ふ
み
お
）

フ
ォ
ー
ラ
ム
Ｈ
Ｒ
賃
金
・
労
務
研
究
所
代

表
。
Ｊ
Ｓ
Ｒ
㈱
（
現
）
か
ら
合
弁
企
業
を

経
て
エ
ク
ソ
ン
・
ケ
ミ
カ
ル
・
ア
ジ
ア
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
地
域
本
社
、
エ
ク
ソ
ン
化
学

㈱
、
エ
ッ
ソ
石
油
㈱
に
在
職
。
こ
の
間
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
ジ
ョ
ブ
ベ
ー
ス
給
の
管
理

運
営
に
携
わ
る
。
そ
の
後
、
二
〇
一
〇
年

ま
で
東
京
経
営
者
協
会
経
営
労
務
相
談
員
。

ワ
ー
ル
ド
ア
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
旧
称
ア
メ
リ

カ
賃
金
報
酬
協
会
）
国
際
会
員
、
日
本
賃

金
学
会
会
員
。
日
本
経
営
倫
理
学
会
会
員
。

昇給ガイド表　　（昇給率）
レンジ S 評価 A 評価 B 評価 C 評価 D 評価

Ⅳゾーン 2 ～ 3% 1 ～ 2% 昇給
なし

昇給
なし

昇給
なし

Ⅲゾーン 3 ～ 4% 2 ～ 3％ 0 ～ 2% 昇給
なし

昇給
なし

Ⅱゾーン 4 ～ 5% 3 ～ 4% 2 ～ 3% 1 ～ 2% 昇給
なし

Ⅰゾーン 5 ～ 7% 4 ～ 5% 3 ～ 4% 2 ～ 3% 昇給
なし

出典： L.A.Berger.The Compensation Hand Book 4thEd.
昇給率等筆者が一部修正加筆

図６　レンジと昇給ガイド


